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明
治
期
に
お
け
る

商
業
教
育
史
の

回
顧

1
明
治
大
学
商
学
部
創
立
の
歴

史
的
背
景・i

l

浅

田

毅

衛

一

日
本
商業

教
育
史
の
回
顧
と
問
題
点

日

本
の

商
業
教
育
を

回
顧
す
る
と

き、

そ
の

源
流
は
江
戸

時

代二明治前期の商業教育の「商売に油断なく、弁舌・手だれ・知恵・才覚・算用三明治中期の商業教育にたけて」と教えた西鶴の「日本永代蔵」や「商いの四明治後期の商業教育と明治大学商学部の創立道」を倫理的に説いた石田梅山石の「石門心学」などの江

戸
時
代
の

粟

警
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な

演w

本
稿
で
は
歯

髄

日
本
商
業
教
育
史
の
回
顧
と
問
題
点

業
社
会
の
自
由
な
発展

を
用
意
し、

貿
易
商
社
・

銀
行
・

株
式
会

[
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明
治
大
学
商
学
部
が
明
治
三
十
七
(
一

九
〇
四
)

年
九
月
に
開

社
な
ど
近
代
的
商
業
制
度
を
先
進
国
か
ら
移
植
・

育
成
に
努
め
た

講
さ
れ
て
か

ら
昨

年
(
一

九
入
四

年)

で
八

十
周

年
を

迎
え
た
。

明

治
政
府
の

商
業
教
育
か

ら

み
る
こ

と
に

し
た
い
。

こ

れ

を

機
に
、

当
学
部
が
ほ

本
の

商
業
教

育
の

な
か

で
ど
の

よ

う

明
治
期
に

お
け
る

商

業
教
育
の

歩
み

を
一

律
に

考
え
る
こ

と

は

に

位

置
づ

け
ら
れ、

ま
た

そ
の

創
立
が
ど
の

よ

う
な

意
義
を
も
つ

で

き
な
い
だ

ろ

う
。

そ
こ

で
、

本

稿
で

は
明

治
期
の

商
業
教
育
を

て
い

た
か

を
見

直
し

て

み
た
い
。

三

期
に

大
別
し

て

考
え
て

み
た
い
と

お

も
う
。



明

治
五

(
一

八
七
二
)

年
の

「
学

制
」

の

発
布
か

ら
明

治
十
七

見
習
教
育
に
対
す
る
学
園
教
育
の
抗
争
で
あ
っ
て
見
習
教
育
論
者

(
一

八
八
四
)

年
の
「
商
業
学
校
通
則」

制
定
ま
え
ま
で
を
明
治

は、

商
人
の

教

育
は

実
地
に

就
き

見
習
を

為
さ
し

む
る

に

限
る
、

前
期
商
業
教
育
制
度
の
啓蒙

期
と
し、

明
治
十
七
年
の
「
商
業
学

商
売
の
道
は
学
校
の
教
壇
な
ど
か
ら
授
け
得
べ

き
も
の

で

は

な

校
通
則」

制
定
か
ら
明
治
三
十
二
(
一

入
九
九
)

年
の
「
実
業
学

r

い
、

商
業
学
校
な
ど
は

無
用
の

も
の

で

あ
る
と

主

張
し
、

往
時
に

校
令」

制
定
ま
で
を
明
治
中
期
商
業
教
育
制
度
の
成
立
期
と
し、

は

其
勢
力
真
に

侮
る
べ

か

ら

ざ
る

も
の

が
あ
っ

て
、

之
に

対
抗

す

「
実
業
学
校
令」

制
定
以
降
を
明
治
後
期
商
業
教
育
制
度
の
確
立・

る

運

動
・

之
を

説
伏
す
る

努
力
は

中
々

容
易
で

な
か
っ

た
の

で

あ

発
展

期
と
し
て
と

ら
え
て

み
た
い
。

る
。

第
二

の

整

備
運

動
と

は
、

商
業
教

育
の

内
面

的
の

努力

で
あ

こ

の

教
育
史
を
め

ぐ
る

時
期
区
分
に
つ

い
て

は
、

い
ろ
い

ろ
な

っ

て
、

同
教

育
の

自
家

完
成
運
動
で

あ
る
。

即
ち

或
は

教

育
の

制

見
解
が
あ
り、

起
算年

問
題
や
商
業
教
育
論
の
概
念
規
定
問
題
な

度
を

観
て
、

或
は

学
校
の

程
度
・

教
科
等
を

定
め
、

又

或
は

設
備

【

ど

多
く
の

問

題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ

で
、

そ
の

代
表
的
な

見

内

容
を

充

実
す
る

等、

専
ら…機

構
の

整
備
・

規
格
の

統
一

に

関
す

魯

41

解
を

紹
介
し

な

が
ら
こ

れ
ら
の

問

題
点
を

み
て

お

き
た
い

と
お

も

る

も
の
で

あ
る
。

第
三
の

革
正

運
動
と

は、

教

育

の

力

に

依
っ

一

う
。

て
、

実

際
界
の

風
紀
を

粛
正
し
、

之

を
浄

化
せ
ん
と

す
る

倫
理

運

雷

東
京
商
科
大
学
(
一

橋
大
学
の
前
身)

初
代
学
長
佐
野
善
作
氏

(
2
)

は
「
我
国
商
業
教
育
の
進
展」

の
な
か
で、

明
治
初
年
か
ら
明
治十七(一八八四)年商業学校通則制定までを第{期の啓

動
で

あ
っ

て
、

教
育
は

実

際
界
よ

り
も

常
に
一

歩
先
き
に

行
き
、之を饗導薫化すべきであるという見識から出発した活動

(

3
)

で

あ
る
」

と

説
明
し
て
い

る
。

こ
の

佐

野
説
は

第
二
…
期

の

終

わ

蒙
運
動
時

代、

明

治
十
七

(
一

八

八
四
)

年
か

ら
大
正
七

(
一

九

り、

つ

ま

り、

第
三

期
の

は

じ

ま

り

の

指

標
が

大

正
七

(
一

九
一

一

入
)

年
の

「
大
学

令
」

公
布

頃
(

明
確
な

指
摘
な
し
)

ま
で

を

八
)

年

発
布
の

「
大
学

令
」

か

大
正

九
(
一

九
二

〇
)

年
の

「
実

第
二

期
整
備
運
動
時
代、
「
大
学
令」

制
定
以
降
を
第
三
期

革

正

業
補
習
学
校
教
員
養
成
所」

の
制
定
な
の
か
明
確
で
は
な
い
が、

運
動
時
代
と

分
類
し
、

そ
の

特

徴
を

「
第
一

の

啓
蒙

運
動
と

は、

明

治
期
を
二

期
に

区
分

す
る

見

解
で
あ
る
。



次
に、

文
部
省
実
業
学
務
局
で
編
纂
さ
れ
た
『
実
業
教
育
五
十

(
4
)

年
史
』

で
は
、

実
業
教
育
五

十
年
を
第
一

期
明
治
五
(
一

八
七
二
)

時
代
」、

第
五

期
昭
和
六
(
一

九
三
一
)

年
よ

り
昭
和
二

十
(
一

九四五)年まで「戦時体制の進行と産業教育時代」、第六

年
の

「
学
制
」

領
布
か
ら

明
治
十
二

(
一

八
七

九
)

年
の

「
教
育

期
昭
和
二

十
一

(
一

九
四
六
)

年
よ

り
昭
和
二

十
九
(
一

九
五
四
)

令
」

発
布
ま
で

「

学
制

時
代
」、

第
二

期
「
教
育

令
」

発
布

か

ら

年
ま
で

「
産
業
の

再
建
と

産
業
教

育
時
代」
、

第
七

期

昭
和
三

十

明
治
十
九
(
一

入
八
七
)

年
の

学
校
令

ま

で

「
教

育
令時

代
」、第三期学校令発布より明治三十二(一八九九)年の実業学校令発布まで「学校令時代」、第四期実業学校令発布

(
一

九
五
五
)

年
よ
り

昭
和
四

十
五

(
一

九
七

〇
)

年
ま
で

「
技

＼

術
革
新
の
展
開
と
産
業
教
育
時
代」

と
産
業
教
育
百
年
を
時
代
区

(
6
)

分
し
た
。

な
か
で

も
、

わ
れ
わ
れ
の

問

題
と

す
る

明
治
期
は
三

期

か

ら

明
治
未
期
ま
で

「
実
業
学

校
時
代
」、

第
五

期
「
大
正

時
代
」

に

区

分
し
、

そ
の

特

徴
を

次
の

よ

う
に

説

明

さ

れ
て

い

る
。

と

実
業
学
校
史
五

十

年
を

明
治
期
に
つ

い
て

四

期
に

区
分
し
て
い

明
治
第
一

期
は
、

「
各

省
が

産
業
教
育
機
関
を

設
け
て
、

外
人

一

る
。

こ

れ
は

実
業
教
育
行
政
を

基
本
と

し
た

分
類
で

あ
る
。「学制」発布百年を記念して編纂された『日本近

代
教

(
5
)

育
百

年
史
』

の

な
か
で
の

実
業
教
育
の

時
代
区
分
は
、

第
一

期
明治元(一八六八)年より明治十五(一八八二)年まで

教

師
を

雇
い
、

欧
米
の

近
代
産
業
技
術
を

直
接
的
に

摂
取
し
よ

う

(
7
)

と
し
た

時
期
で

あ
る
」
。

第
二

期
は
、

「
文
部

省
が
産

業
教
育
の

制度化に着手し、産業教育機関を次第に文部一省の管轄下

(
8
)

に

統
合
し
て
い
っ

た

時

代

で

あ

る
」
。

第
三

期
は、

「
実
業
学
校

42【

「
近
代
産
業
の

移
植
と

産業

教
育
時
代
」、

第
二

期
明

治
十
六
(
]

令
」
「
専
門
学

校
令
」

等
の

制

定
に
よ
り、

「
中
等
実
業
学
校
や

実

八
八
三
)

年
よ
り

明
治
二

十
八

(
一

入

九
五
)

年
ま
で

「
近
代
産業の展開と産業教育時代」、第三期明治二十九(一入九

業
専
門
学
校
の
制
度
が
確
立
さ
れ、

そ
の
内
容
が
充
実
し
た
時
代

(
9
)

で
あ
る
」
。

こ

の

見
解
は
明

治
政

府
の

経
済
政

策
と

産

業
教

育

と

六
)

年
よ

り
大
正
三

(
一

九
一

四
)

年
ま
で

「
近
代
産

業
の

確
立

を

結
び
つ

け
よ

う
と
し
た

点
が
特
徴
で
あ

り、

こ

の

視
点
が
わ

れ

と

産

業
教
育
時
代
」、

第
四

期
大
正
四

(
一

九
一

五
)

年

よ
り

昭

わ
れ
の

共
鳴
で
き
る

優
れ
た

点
だ
と
お

も
う。

和
五

(
一

九
三

〇
)

年
ま
で

「
産

業
の

急
速
な

発
展
と

産
業
教
育

最
後
に、

商
業
教
育
の
先
覚
的
研
究
者
戸
田
正
志
氏
の
見
解
を



紹
介
し
て
お

き
た
い
。

戸
田
氏
は

「
日

本
商
業
教

育

百

年

の

国

璽

の
な
か
で・

日
本
の
商
業
教

喜
年
を
明
治
初
年
か
ら
日
清

校
通
則」

に
お
く
こ
と
に
反
対
し、

明
治
七
(
一

入
七
四
)

年
の大蔵霜銀行学局の銀行員養成所か翌年の東京商法講習所

戦
争
時

代
を

第
一

期、

日
清

戦
争
後
の

明

治
三

十
三
(
一

九
〇

〇
)

の

設
立
に

お
く
こ

と
、

ま

た、

商
業
教
育
が

他
の

職
業
教

育
(
農

年
ご
ろ
か

ら

昭
和
十
(
一

九
三
五
)

年
ご
ろ

ま
で

を
第
二

期、

昭

工

水
産
)

と
と

も
に
、

普
通

教
育
に

く
ら
べ

て

遅
れ
て

常
に
そ
の

一

和
十
一

(
一

九
三
六
)

年
の
二
・

二

六
事

件
か

ら

昭
和
二

十
(
一

跡
を

追
い

求
め
て
い
る

状

態
に

あ
っ

た
こ

と

な

ど
を

特

質
と
し
て

九
四
五
)

年
の
終
戦
ま
で
の
戦
争
期
を
第
三
期
(
昭
和
十
一

年
か

論

述
さ

れ

て

い

る
。

ら
十
五
年
ま
で
戦
争
前
期、

十
六
年
の
真
珠
湾
攻
撃
か
ら
昭
和
二

以
上
、

代

表
的
な

時
代
区
分
の

諸
見
解
を

み
て

注
目
さ
れ
る
の.

十

年
の

終
戦
ま

で
を

戦
争
後
期

に

区
分
)
、

昭
和
二

十

(
一

九
四

は
商
業
教
育
史
が
実
業
教
育
史
・

産
業
教
育
史
の
な
か
で
ど
の
よ

五
)

年
八
月
敗
戦
以
降
の
戦
後
期
を
第
四
期
(
昭
和
二
十
年
か
ら

う
に

位
置
づ

け
ら

れ
る
の

か
、

そ
の

理

解
が

時
代
区
分
に
お

け

る

一

昭
和
二

十
六

年
の

産
業
教
育
振

興
法
の

成
立
ま
で

戦

後
一

期、

それ以降を戦後二期として区分)に分類された。この四期

論
拠
の

ち
が
い

に
つ

な

が
る

よ

う
に
お

も
わ

れ
る
。

そ
こ

で
、

この問題を戸田氏の商業教育理念を手がかりとして簡単に

43一

の
区
分
論
拠
を
商
業
及
び
経
済
の
発
展
と、

商
業
教
育
さ
ら
に
戦

整

理
し

て

み

た

い

と

お

も

う。

争
と

を

結
び
つ

げ
て

時
代

的
に

区
切
り、

第
一

期
ぽ
英
・

米
・

べ

戸
田

氏
は

商
業
教
育
に
つ
い

て

「

商
業
は

配
給
業
(
マ

ー

ケ
テ

ル

ギ
ー
人
を

招
聰
し
、

そ
の

商
業
教
育
を
模

倣
し

た

時
代、

第
二

イ

ン

グ
)、

サ

ー
ビ

ス

業
(

用

役
)

と

を

包

含
す
る
。

産

業

分

野

期
は
ド
イ
ツ
の

商

業
教
育
を
モ

デ
ル

と
し
た

時
代、

第
三

期
は

戦

に

お

け
る
い
わ

ゆ
る

第
三

次
産

業
に

し
て
こ

れ
に

須
要
な

知
識

技

争
に

よ
る

商
業
教

育
の

排
外
反
骨
の

時

代、

第
四

期
ア
メ

リ
カ

占領政策によるアメリカ式商業教育伝習時代とそれぞれの

能
を
会
得
さ
せ
る
と
同
時
に
人
間
的
陶
冶
を
目
指
す

教

育
で

あ

哲

と
概

規
程
し・

そ
の
具
体
的
教
科
と
し
て・

サ

吉

棄

時
代
を
特

徴
づ

け
て
い
る
。

問
題
の

明
治
期
に
つ

い
て

は
、

商
業

を
商
業

補
助
業
務
と
し
て
の

運
送
・

倉

庫
・

保
険
・

銀
行
・

金

融

教
育
年
史
の
起
算
年
を
明
治
十
七
(
一

入
八

四)

年
の
「
商
業
学

機
関
・

証
券
・

物
産
の

取

引
業
な
ど
の

諸
業
を
指

す
も
の

を
科
目



と

す
る
と

説
明
さ
れ
て
い

る
。

さ

ら
に

サ
ー
ビ
ス

業
は

商
業
以

外

後
は
家
政
科
を
含
め
た
職
業
指
導
機
関
の
教
育
を
言
い、

専
門
教

の
一

般
社
会
に

も
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る

も
の
で

第

三

次

産

業

育
は

医
師、

会
計
士
、

弁
護
士

な
ど
の
た
め
に

専
門
的
教
育
を

施

(
サ

ー
ビ

ス

産

業
全

般
で

商

業
を

は

じ

め

運

輸
・

通

信
・

公

共

サ
.

す
こ

と

を

目

的
と

す
る

狭
い

規

程
で

な

く、

農
ガ

エ
・

商
・

水

産

ー
ビ
ス

等
の

十
六

業
種
)

に

限
ら
ず

第
一

次
産
業
(
農
林
水

産
業

.

家
庭
科
教
育
の

ほ
か
、

音
楽
・

体
操
・

絵
画
な
ど
の

専

門
分

科

.

鉱
業
の
四

種
)

と

第
二

次
産
業
(
製

造
業
・

建
設

業
を
は
じ
め

し

た
職

業
教

育
よ
り

も
広

範
囲
な

も
の

と

解
釈
し
、

歴
史
的
に

は

電
気
・

輸
送
・

精
密
機
械
等
の
三

十
三

種
)

に

お
け
る

経

営
の

管

明

治
三

十
二

(
一

入
九
九
)

年
の

「
実
業
学
校
令
」

と

明
治
三

十

理
.
・事

務
を

司
る

科
目
を

含
む

産
業
教
育
の

す
べ

て
の

分
野
に
わたるものであると・広く商業教育を捉えていられ碗醒し

六

(
一

九

=
二
)

年
の

「
専
門
学
校
令
」

に
よ
っ

て

成
立
し
、

旧制高等商業、高等工業などがその代表的学校である。こ

た

が
っ

て

「
商

業
教
育
は、

実

業
教

育
・

産

業
教
育
・

職
業
教
育

に

対
し
て

そ
の
一

部
分
を
占
め
る

名

称
で

あ

麓

と
し
・

そ
れ
ぞ

れ
の

教
育
を

次
の

よ

う
に

説
明
さ
れ
た
。

実
業
教
育
は

商
業
の

ほ

れ
に

対
し
て
、

普
通
教

育
は

特
定
の

職
業
に

役
立
た
せ
る
こ
と

を目的とせず、さらに広い生活に役立たせることを目指し、画一的な規制による戦前は国家須要に応ずる人材育

周44一

か
、

工

業
.

農
業
・

水

産
の

諸
業
を

包
含
し
、

明
治
・

大
正
・

昭和の前半時代まで法規上や文部省官制用語として用いられた教育を言い、産業教育はさきに指摘した第一次、第

成
を
目
的
と
し
た
こ
と

も
あ
っ

た
。

し

た
が
っ

て
、

普
通

教
育
を主体的地位におき産業教育を傍系的地位においた差別的な取り扱いが戦前まではあったと考えられる。戸田氏は

二

次、

第
三

次
の

諸産

業
を
含
み、

商
業
教

育
は

産
業
教
育
の
一

こ
の
こ
と

を、

士

農
工

商
と
い

う
段
階
的
な

古
い

言
葉
が
現

今
で

分

野
で
あ
り、

歴

史
的
に
は

昭
和
二

十
六

(
　

九
五
一
)

年
「
産業教育振興法」制定より実業教育用語から新名産業教育

も
普
農
工
商
と
名
称
を
か
え
て
普
通
課
程
の
偏
重
が
存
続
し
て
い

る
と
指
摘
さ
れ
て
い

躯

に
お

き
か
え

ら
れ
た

も
の
で

あ
る
と

説
明
さ
れ
る
。

そ
の

他、

職業教育は職業指導理念から商業のほか工・農・水産と戦

以
上
、

戸
田

氏
の

教

育
理

念
を

紹
介
し
な

が
ら、

商
業
教

育
の

理念をみてきたが、もちろん、この理念も、教育の在り方も



商
業
経
済
の

発
達
に

呼
応
し

て

変
化
す
る

も
の

で

あ
り
、

こ

れ
ら

貨
お
よ
び
金
融
機
構
の
確
立
で
あ
っ
た
。

太
政
官
紙
幣
発
行
政
策

商
業
教
育
の

歩
み
を

明
治
期
に

限
定
し
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

や
為
替
会
社
の
資
金
融
通
政
策
に
失
敗
し

た

政

府
は、

明
治
五

=

明
治
前
期
の
商
業
教
育

(
一

入

七
二
)

年

ア

メ

リ
カ

の

ナ
シ

ョ

ナ
ル
・

バ

ン

ク

(乞

p
亭oロ巴切侮日鉱コαqω誘8日)をモデルに正貨免換を目指す発

日

本
の

近
代
的
商
業
教
育
の

は
じ
ま
り
は
、

制
度
上
は

明
治
五

券
国
立
銀
行
設
立
に
踏
み
切
っ
た
。

こ
れ
を
推
進
し
た
大
蔵
大
輔

(
一

入
七
二
)

年
領
布
し

た

「
学
制
」

に

お

き、

教
育
機
関
と
し

井
上

馨
は

創
立
さ

れ
た

国
立
銀
行
の

事
務
伝

習
の
た
め
に
、

イ
ギ

て
は

明

治
七

(
一

入
七
四
)

年
に

設
立
さ
れ
た
大

蔵
省
銀
行
学
局

リ

ス

の

チ

ャ

ー

タ

r

ド
・

マ

ー

カ

ン

タ

イ

ル

銀

行

(
O
ゲ翼

o器

仙

に
よ
る

「
国
立
銀

行
銀
行
員
養
成
所
」

に

お

く
こ

と
が
で

き
る
と

]≦

鎚8

コ庄

o

切自

評

oh

H

民一
♪

9

巳o

昌

俸

Oぼ

壼)

横

浜

支

お
も
う
。「学制

」

第
三

十
六

章
に
「
商
業
学

校
八

筋
用
二

係
ル
コ

ト
ヲ

教

店
の

銀

行

員
ア

ラ
ン
・

シ

ャ

ン

ド

(》

一一m

昌

ωげ

O
口偶
)

を

講

師
として雇い入れ、紙幣頭得能良介に命じて銀行学局を開か

卜4

フ

海
内
繁
盛
ノ

地
二

就
テ

散
所
ヲ
設
ク
」

と
し
、

商
業
学
校
の
目

せ
、

シ

ャ

ン

ド
の

も
と

で

十

名
の

官

費
生
に

簿

記
・

経

済

学
・

銀

「

的
と

設
立

意
図
を

漠
然
と
な

が
ら

示
し
た
。

さ
ら
に

翌

年
の

四
月

行
論
な
ど
を
伝
習
さ
せ
た
。

こ
れ
が
商
業
教
育
伝
習
時
代
の
幕
開

に

「
学
制
」

が
追
加
さ
れ
て
、

「
商
業
学
校
教
科
ヲ
分
テ

予

科

本科」(第二百章)をおいた専門学校の規定を定め、外人

け
で

あ
る
。

こ

の

と

き
の

様

子
を

得

能
は、

「

銀

行

立

ち

而

し

て

(

15
)

商
業
成
る
、

其
柚

須
つ

如
比
し
て

国
始
て

立
つ
」

と

し
、

「
洋
籍

教
師
を
教
授
と
し
た
高
等
商
業
教
育
機
関
の
設
立
を
認
め
た
(
第

に

就
き、

各
国
銀

行
の

例
規
及
び

営
業
の

次
第
を

講
究
探
知
し
、

百
九
十
章)。商業教育

機
関
を
最
初
に
設
立
し
た
の
は
勧
商
政
策
を
担
当
し

国
立
銀
行
を
し
て

其
方
向
を
知
り、

以
て

立
つ

所
あ
ら
し
め
ん
と

海

と
設
立
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
・

こ
の
銀
行
学
局
の

粟
教
育

た

大
蔵…

省
で

あ
っ

た
。

明
治
二

(
一

入
六
九
)

年
会
計
官
廃
止
の

の

内
容
を
「
銀
行
学
局
規
則
」

で

み
る
と
、

学

局
で

学
ぶ

官費

生

あ
と

を
う
け
て

創
立
さ
れ
た

大
蔵
省
の

最
あ

重
要.
な
業

務
は
、

通

は

十
六

歳
か

ら
二

十
歳
ま
で
の

洋
書
を
解
す
る

青
年

で

構

成

さ



れ
、

予

科
(

半
力

年
)、

本
科
(
下

等
一

カ

年、

上

等

ニ

カ

年
)

の

で

あ
る
。

の
二

課
程
に

分
け、

予
科
で

は

経
済
学
大
意、

銀
行
条

例、

簿

記

こ
う
し
て、

商
法
講
習
所
は
銀
行
学
局
が
官
庁
職
員
養
成
の
た

精
法
記
入、

算
術、

本
科
下
等
で

は

銀

行書

、

翻
訳、

簿
記
法、

め
の
ビ

ジ

ネ
ス
・

ス

ク
ー
ル

的

商
業
教
育

機
関
で

あ
っ
た
の

に

対

算
術、

本

科
上

等
で

は

銀

行
史、

銀

行
条
例
、

商
法

学
な
ど

を

履

(
17
)

修
さ
せ
て
い

る
。

こ

う
し
た

銀

行
学
局
の

伝

習
内
容
が

銀
行
事

務

し

て
、

国

民
を

対
象
と
し

た
わ

が

国
初
の

高
等
商
業
教

育
機
関
として開校されたとみることができる。したがって、厳密

知
識
や
技
術
の
他
に、

経
済
学
や
商
法
学
な
ど
商
業
教
育
の
基
礎

に
日
本
商
業
教
育
史
の
起
算
年
を
考
え
る
と
き、

銀
行
学
局
設
立

的
科
目
が

履
修
要

件
に

含
ま

れ
て
い
る

こ
と

か

ら、

こ

れ
を
わ

が

(
18
)

国
に
お

け
る

「
商
業

教
育
の

濫

筋
」

と

み
る

見
解
が
あ
る
。

し
か

時
で
は

な
く、

商
法
講

習
所
「

小
松
塾
」

が
設
立
さ

れ
た

閉
治
八(一入七五)年八月におくことが正しいのではないかと

し
、

こ
の

銀
行
学

局
は

明

治
九

(
一

八
七
五
)

年

七

月

廃

止

さ

お

も

う。

そ
の

他

起

算

年
に
つ

い

て

は
、

第
一

節
で

も

み

た

よ

う

一

れ
馬

翌

年
一

月
に

銀
行
伝
習
所
が

設
立
さ
れ
て

継
承
さ
れ
た

が、

に
、

明
治
五

(
一

八
七
二
)

年
の

「
商

業
学
校
ハ

商
用
二

係
ル
コ

46

こ

れ

も
明

治
十
二

(
一

八
七

九
)

年
六

月

廃
止

さ
れ
て

消

滅
し
て

ト

ヲ

教
フ

海
内

繁
盛
ノ

地
二

就
テ

数
所
ヲ

設
ク
」

と

定
め
た

「

学
[

し
ま
っ

た
。

む
し
ろ
、

わ

が
国
の

商

業
教
育
機
関
の

「
濫

膓
」

を

制
」

発
布
の

年
と

す
る

説
も
あ
る

が、

こ
の

「

学
制
」

は
先

進
欧

考
え
る

な
ら
ば
、

明

治
入

(
一

八
七
五
)

年
八

月

森
有
礼
が

私
費

米

諸
国
の

商

業
教
育
を

受
売
り

的
に

規

定
し

た
も
の

で
、

政

府
は

を
投
じ
て
東
京
京
橋
尾
張
町
に
創
設
し
た
商

法

講

習

所
「
小
松

教
育
施
策
の
重
点
を
普
通
教
育
に
お
き、

商
業
教
育
を
積
極
的
に

塾〔

で

は
な
い

だ
ろ

う
か
。

同
所
は

明

治
九

(
一

入
七
六
)

年
東

推
進
し
て
い

く
意
図
は
な
か
っ

た

と

言
い

切
る
こ

と

が
で
き
る

だ

京
会

議
所
に

移

管
さ
れ
、

さ
ら
に

東

京
府
・

農
商
務
省
へ

と

管
理

ろ

う
。

が
移
り、

明

治
十
七

(
一

八

八
四
)

年
に

東
京

商
業
学
校
と

改
称

日
本
に
お
け
る
最
初
の

商
業
教
育
機
関
は
商
法
講
習
所
を
は
じ

し
、

こ

れ

が
後
に

東
京
商

科
大
学
と

な
り
、

現
在
の
一

橋
大

学
へ

め
と
し
た

私
塾
や
企

業
な

ど
に

よ
る

民

間
学
舎
に
よ
っ

て

設
立
さ

と
日
本
の
高
等
商
業
教
育
機
関
の
中
心
的
存
在
に
成
長
し
て
い
く

れ
、

商
業
教
育
は
こ
の

私
的
な

民
間
施

設
に
よ

り
は
じ

め
ら

れ
た



と

言
う
こ

と

が
で

き
る
。

明
治
十

年
代
に
入

り
公
立

商
業
講
習
所

貢
献
し
た
。

と

り
わ

け、

明

治
初
期
の

商
業
学

校
・

簿
記
学
校
の

が
地
方
都
市
に
設
立
す
る
が、

わ
が
国
商
業
教
育
の
草
創
期
に
は

創
設
に
は
慶
応
福
沢
門
下
生
が
活
躍
し
た
功
績
は
大
き
い
。

明
治

私
塾
商
法
講
習
所
と
民
間
教
育
学
舎
で
賄
わ
れ
て
い
た。

こ
の

代

草
創
期
で
は
さ
き
の
丸
善
帳
合
稽
古
所
を
創
立
し
た
早
矢
仕
有
的

表

的
民
間
学
舎
と
し
て

岩
本
忠
蔵
が
明

治
五.
(
一

入
七
二
)

年
設

が

慶
応
出
身
で

あ
り、

明

治
学
舎
の

記

簿
法
の

講
師
上

島
竜
蔵、

立
し

た

明
治
学

舎、

本
吉
太
兵
衛
が

同
年
設
立
し
た

協
栄

学
舎、

大
蔵
省
銀
行
学
局
講
師
簿
記
担
当
宇
佐
川
秀
次
郎、

経
済
書
担
当

翌
年
丸
善
商
社
内
に
設
立
さ
れ
た
帳
合
稽
古
所
(
創
始
者
早
矢
仕

三
輪
信
次
郎、

東
京
商
法
講
習
所
の
助
教
森
島
修
太
郎、

成
瀬
隆

有

的
)

が
あ

げ
ら
れ
る
。

こ
の

民

間
三

学
舎
は
、

商
人
に

よ
っ

て

蔵
な
ど

も
福
沢
門
下
生
で

あ
る
。

明
治
十

年
代
に
地

方
に

多
く
の

設
立
・

経
営
さ
れ
、

西

洋
11

記
簿
法

洋
式
簿
記
の

技

術
伝

習
や

英

商
法
講

習
所
が

設
立
さ
れ
る

が
、

そ
の

な
か
に

も
多
く
の

福
沢
門

語
・

数
学
を

学
科
内

容
と

し
て
、

商

業
教
育
史
の

う
え
で

先
駆
的

下
生
が

活
躍

す
る
。

明

治
十
一

(
一

八
七
入
)

年
設
立
の

神
戸

商

一

役

割
を

果
し

た

と

い

え
る

だ
ろ

う
。

こ

こ

で

注

目
さ

れ

る

こ

と

業
講
習
所
初
代
所
長
甲
斐
織
衛、

明
治
十
三
(
一

八
八
O
)

年
設

47

は、

明

治
学
舎
に

み
ら
れ
る
よ

う
に

講

師
に

外
人
教

師
の

外
に

慶

立
の
大
阪
商
業
講
習
所
開
設
提
唱
者
加
藤
政
之
助、

初
代
所
長
相

一

応
義
塾
出
身
の
上
島
竜
蔵
が
雇
わ
れ、

福
沢
の
「
帳
合
之
法
」

が

原
捨
三、

同
じ
年
に
設
立
し
た
岡
山
商
法
講
習
所
の
初
代
所
長
箕

教
科書

に
使
用
さ
れ
る
な
ど、

慶
応
義
塾
の
果
し
た
役
割
の
太
き

浦
勝
人、

明
治
十
五
(
一

入
八
二
)

年
に
設
立
し
た
横
浜
商
法
講

い

こ

と

で

あ

る
。

習
所
の
初
代
所
長
美
沢
進
な
ど
商
業
講
習
所
の
所
長
は
慶
応
出
身

「
帳
合
之
法
」

と

題
し

た

簿
記
書
は

福
沢
が
ブ

ラ
イ
ア
ン

ト
と

者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
三
菱
商
業
学
校
の
初
代
校
長
森

ス

ト

ラ

ト

ン

の

簿

記

書
(
Oo

B
日0

5

ω
oゲ

09

切

8
犀

囚Φ

Φ且

口α
q)

を

下

岩
楠
も
福
沢

門
下
生
で
あ
る
。

訳
出
し
た

も
の
で
、

福
沢
の

実
業
と
し

て
の

商
業
を

象

徴
す
る

書

ま
た
、

福
沢
自

身
も
明
治
十
二

(
一

入
七

九
)

年
に

簿

記.
講

習

物
の
一

つ

で

も
あ
る
。

福
沢
の

実
業
主

義
は
、

簿
記
や
商
法
を

授業とする商業教育を広め、実業界・教育界の人材養成に

所
を

設
立
し
、

三

年
間
で
五
百

名
の

人
材
を

教
育
し
、

実
業

界
・

(
19
)

教
育

界
に

送
り
だ
し
て
い
る
。

明
治
二

十
三

(
一

八

九
〇
)

年
慶



応
義
塾
に
理
財
科
が
新
設
さ
れ
る
以
前
に
多
く
の
人

材
を

養

成

者
初
代
所

長
の

矢

野
二

郎
な
ど

が
あ
げ

ら
れ
る

だ
ろ

う
。

し
、

商
業

教
育
界
や

実
業
界
に

送
り

だ
し
て
い
る
。

そ
の

う
え

福

森
有
礼
は
さ
き
の
商
法
講
習
所
の
設
立
過
程
で
説
明
し
た
よ
う

沢
は、

東
京
商
法
講
習
所
を
は
じ
め
多
く
の
商
業
学
校
や
簿
記
学

に
、

少
務
弁
務

使
と
し

て
ア
メ

リ
カ
に

滞

在
中
商
業

教
育
の

必
要

校
の

設
立
に

関
係
し
、

初
期
の

段

本
商
業
教

育
に

貢

献

し

て

い

性
を

痛

感
し
、

ア

メ

リ

カ
・

ニ

ュ

ー

ア

ー

ク

商

業

学

校

校

長
ホ

イ

る
。

当
時
の

か
れ
の

商
業
教
育
論
は
、

森

有
礼
の

依

頼
に
よ
る

束

ッ

ト
ニ

ー

に

日

本
へ

招

聴

す
る

こ

と

を

約

束
し

て

明

治
六

(
一

八

京
商
法
講
習
所
の
「商

学
校
ヲ
建
ル
ノ
主
意」

と
題
す
る
趣
意
書

七
三
)

年
帰
国
し、

日
本
政
府
に
商
業
学
校
を
創
設
し
て
外
人
教

の

な
か

に
み
る
こ

と

が
で

き
る
。

「
凡
ソ

西

洋
諸
国
商
人

ア
レ
バ

師

雇
入
れ
を

要
請
し
た

が

拒
絶
さ
れ
た
。

そ
こ

で

森
は
ホ

イ
ッ

ト

必
ズ

亦
商
学
校
ア
リ

…
…
商

売
ヲ

以
テ

戦
フ
ノ

世
ニ
ハ

商
法
ヲ

研

ニ

ー

と
そ
の

弟
子
富
田
鉄
之

助
と
の

約
束
を
果
す
た
め
に
、

私
費

究
セ

ザ
レ
バ

外

国
人
二

敵
対
ス

司
ラ
ズ

筍
モ

商
人
ト
シ

テ

内

外
ノ

を
投
じ
て
東
京
商
法
講
習
所
を
創
設
し
た。

こ
れ
が
森
側
か
ら
み
{

別
ヲ
知
り

全
国
ノ

商
戦
三

眠
ヲ

着
ス

ル

者
ハ

勉
ル

所
ナ
カ
ル

可
ラ

幽

と
『
学
問
の
す
す
め
』

の
一

節
「
学
問
に
入
ら
ば
大
に
学
問

た

東
京
商
法

講
習
所

創
設
の
一

面
で
あ
る
。

森
は

開
講
三

ケ

月

後の十一月に特命全権公使として清国に赴任することにな

48一

す

可
し
。

農
た

ら
ば

大

農
と

為
れ
、

商
た

ら
ば

大

商
と

為
れ、

学

(

21
)

者
小
安
に
安
ん
ず
る

勿
れ
」

の
な
か
で
商
業
教
育
の
必
要
性
を
説

り、

東
京
府
知
事
大
久
保
一

翁、

東
京
会
議
所
会
頭
渋
沢
栄
一

の協力によって、商法講習所の管理を東京会議所に委託

い

て

い

る
。

し
、

翌

年
五

月
に

は

東
京
府
に

管
理

が

移
り
、

森
の

手
か

ら
講

習

以
上
の
よ
う
に、

明
治
初
年
の
商
業
教
育
啓
蒙
時
代
に
果
し
た

所
は

東
京

府
の

所

轄
と

な
っ

て
い
っ

た
。

そ
し
て
、

初
代
所

長
に

福
沢
と

そ
の

門
下
生
の

活
躍
は

注
目
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ

迎
え
ら
れ
た
の

が

矢
野
二

郎
で

あ
る
。

矢
野
は

明

治
二

十
六

(
一

の
福
沢
と
共
に
こ
の
期
に
商
業
教
育
育
成
に
活
躍
さ
れ
た
人
物
と

八

九
三
)

年
に

退
職

す
る

ま
で
、

渋
沢
と

共
に

商
法
講
習
所
の

発

し
て
、

商
法
講

習
所
を

自

費
で

創
設
し
た

森
有
礼、

こ

れ

を
後

援

展
に

多
大
な

功
績
を

残
し
て
い

る
。

特
質

す

べ

き

矢

野
の

功
績

し

た

渋
沢
栄
一
、

教
育
担

当
者
ホ

イ
ッ

ト
ニ

ー
、

教
育
経

営
責
任

は、

開
校
時
の
商
法
講
習
所
が
英
語
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
直
輸
入
教



育
を
矢
野
は

「
教
諭
高

木
貞
作、

米
人
ホ
イ
ッ

ト
ニ

ー
と

謀
り、

(
23
)

.
電
信
暗
号
商
業
関
係
ノ
諸
務

欧
米
商
業学

校
の
教
科
課
程
を
参
酌
し、

之
を
我
国
の
実
際
に
比

(
22
)

照
し
て

学
則
を
定
め
校

規
を
整
へ
、

実
践
科
を
も
併
せ

置
い

た
」
。

第
二

期
は

「

実
践

科
」

と

称
し
て

次
の

よ

う
な

実
習
教
科
を
おいて実地的教育をおこなった。

か

れ
は
ア
メ

リ
カ
式

商
業
教
育
か
ら

日
本
に

適
応
し

た
日

本
式・
商

銀
行、

保
険
会

社、

請
売
問
屋、

郵
便
局、

郵
船
会

社、

小

業教

育
へ

の

転
換
を
は
か
ろ

う
と
し
た
の

で

あ
る
。

明
治

九
年
の

売
店、

問
屋、

製
造
所、

税
関、

外
国
支
店

.
「
商
法

講
習
所
略
則」

を
み
る
と
、

年
齢
に

制
限
な
く
修

業
年
限

其
他
諸
商
業
実
地
取
引
記
簿
ヲ
活
用
シ
則
チ
紙
幣
銅
貨
ノ
模

は

十
八
カ

月
で
こ」れ

を
三

期
に

分
け、

第二

期
に

英
語
の

基
礎
教

型
ヲ

造
り

之
ヲ
通

貨
二

擬
シ

諸
蘭
質

売
買
ニ

ハ

紙
札
ヲ
以
テ

育、

第
二

期
に

算
術
・

簿
記
な

ど
の

専
門
教

育、

第
三

期
に

「
実

商
品
二

模
シ
之
ヲ
売
買
交
易
ス
又
商
家
社
店
ノ
模
型
ヲ
設
ケ

際
上
ノ

処
方
二

擬
ス
」

実
習
教
育
が
お
か

れ
て
い
る
。
「
こ

れ

を
矢

諸
手
形
証
書
ノ
適
用
ヲ
主
ト
シ
貨
幣
両
替
相
場
等
各
国
商
業

一

野
所

長
は

同
年
十
月
に

改
正
し
て
、

修
業

年
限
ニ

カ

年
と
し
、

これを二期に分けて第一期は「講理科」と称して、次のよ

関
係
ノ
新
聞
雑
誌
及
者
物
価
表
二

拠
リ
日
々
講
習
ス
ル
所
惣

(
刎)

テ

実
務
二

従
事
ス
ル

ト

異
ナ
ル

事
ナ
シ

49
[

.

う
な

教

科

内

容
の

授

業

を

行
な
っ

た
。

ま
さ
に、

福
沢
の
作
成
し
た
商
法
講
習
所
の
趣
意
書
「
商
学
校

英文

習
字、

同
作
文、

同
会
話、

訳
文、

英
文、

商
用
文
章

ヲ

建
ル
ノ

主

意
」

の

学
理
と

実
践
の

教
育
を

実
践
し
よ

う
と
し

た

ブ

ラ
イ
ア
ン

ト
・

ス
ト

ラ
ト
ン

合

著
商
業
簿
記
法
、

商
用
簿

も
め
で

あ
っ

た
。

明
治
十
三

(
一

入
入

○
)

年
こ
の

略
則
を
学

則

記
初
歩、

簿
記
カ
ー

ド、

簿
記
学
輪

講

と

し

て

体

系

化
し

た
。

ブ

ラ
イ
ア
ン

ト
・

ス

ト
ラ
ト
ン

合
褄

商
業
算
術

書

明
治
十
三
(
一

八
入
○
)

年
学
則
第
一

条
で
「
商
法
講
習
所
ハ

パ

ル

ソ
ン

民

商

律

ボ

ウ
セ

ッ

ト

氏

経

済

書、

ラ

ウ
カ
ル

ス

商

業
一

般
必
用
ノ

事
務
ヲ

教
授
ス
ル

所
ノ

公
立

専
門
学

校
ナ
リ
」

氏
致
富
学
講
義

と

東
京

府
に

移
管
し
て
そ
の

目
的
を
規
定

し
た
。

そ
の

内
容
は、

ピ

商
業
歴
史、

商
業
地
理
書

予

備
科
を

廃
止
し
、

入

学
資
格
を

十
五

歳
以
上
と
し
、

修
業
年
限



を
三
カ

年
に

引
き
あ

げ、

こ

れ
を
六
ケ

月
ず
つ

六
期
に

区

分
し
、

矢
野
の

明

治
十
四

(
一

入
入
一
)

年
の

教
則
改
正
は

神
戸
や
大

阪

一
、

二
、

三

学

期
に .
「

講
理
」

を、

四
、

五

学

期
に

「

講
理
」

と

講
習
所
の
一

般
商
人
の
た
め
の

商
業
教
育
に
接
近
し
た
も
の
で
あ

「

実

践

科
」

を
、

最

後
の

六

学

期
に
・
「

実

践

科
」

を

教
え

る
こ

と

(
ゐ
)

と

し

た
。

こ

れ

を

さ

ら
に

明

治
十

四

(
一

八

八
一
)

年
五

月
に

学

り、

東
京
府
会
や
三
井
物
産
の
益
田
孝
を
中
心
と
し
た
在
来
商
業教育の要請を国語科の設置の形で応えたといえるだろ

則
を
改
正
し、

入
学
年
齢
を
十
三
歳
に
引
き
下
げ
て
修
業
年
限
を

う。

益
田
孝
を
は
じ
め
と

し
た

東
京
会

議
所
の

商
人
た

ち
の

東

京

五
ケ
年
に
延
長
し」
「
初
三
年
間
八

専
ラ

内
国
商
業
必
要
ノ
学

科

商
法
講
習
所
の
洋
式
商
業
教
育
・

英
語
科
本
科
設
置
の
批
判
は、

ヲ
授
ケ
傍
ラ
英
語
ヲ
教
ベ

テ
以
テ
外
国
商
業
ヲ
学
ハ
シ
ム
ル
ノ
楷梯トス後二年間ハ英語ヲ以テ外国商業ノ方法慣習等ヲ教

(
%
)

授
ス
」

(

第
四

条
)

と

し

た
。

と

く

に
、

こ

の

改

正
で

注

目

さ

れ

府
会
の
補
助
金
廃
止
論
・

商
法
講
習
所
の
廃
止
決
議
へ
と
発
展
し

(
四
)

て
い
っ

た
。この明治

十
四

(
一

八
八
一
)

年
の

論…議

は

終
局
的
に

府
会
で

[

る
の
は、

初
級
国
内
高
等
教
育
は
国
語
科
三
年、

上
級
外
国
商
業

商
法
講
習
所
の

廃

校
が
七

月
に

決

議
さ
れ、

矢

野
の

退
官
を
も
つ

50

教
育
は

英
語
科
二

年
課
程
を

お
い
た
こ
と

で
あ
る
。

地
方
の

公
立

て

終
止

符
が
う
た

れ
た
。

し
か
し

商
法
講
習
所
の

存
続
を

図
ろ

う

一

講
習
所、

乏
く
に

神
戸
・・

大
阪

商
法
講

習

所

は、

「
教
授

書
ハ

総

と

す
る

渋
沢
・

福
地

源
一

郎
・

大
倉
喜
入

郎
な
ど
が、

農
商
務
省

テ

日
本
文
ノ

書
ヲ
用
ユ
」、

「
当
講

習
所
ハ
モ

ト

商
人
ノ

子

弟
ヲ

教

に

対

す
る

補
助
金
下
付

運
動
を

展
開
し
、

九、

六
八

四

円
の

交
付

授
ス

ル

為
二

設
立
セ

シ

モ

ノ

ナ

レ
バ
、

其

教

育

方

法
ノ

如
キ
モ
、

(
27
)

専
ラ
商

売
上
ノ

取
引
二

使
用
ス
ベ

キ
コ

ト
ヲ

教
へ
」

と

神
戸
で

は

を

得
て

九

月
に

商
法
講
習
所
が

再
開
さ
れ、

矢

野
も

所
長
に

復
帰し、再び商法講習所の発展に尽した。

日

本
語
に
よ
る

地
域
に

お
け
る

実
学
教

育
を
お
こ

な
い
、

大
阪
で

こ
の

商
法
講
習
所
の

存
続

運
動
に
み

ら
れ
る
よ

う
に
、

わ

が

国

も
「
本
所
設

置
ノ

目

的
ハ

実
地
商
業
二

適
切
ナ
ル

学
芸
ヲ

講

習
シ

(
%
)

善
良
ナ
ル

歯

質
ヲ

養
成
ス
ル
ニ

ア
リ
」

と
五

代
友
厚
を
は

じ
め
と

商

業
教
育

発
展
の

陰
の

功
労

者
と
し

て

渋
沢
栄
一

を

忘
れ
る
こ

とができない。

し
た
大
阪
商
人
た
ち
の
創
立
発
起
人
の
意
志
が
貫
か
れ
て
い
る。

渋
沢
は

森
有
礼
・

福
沢
諭

吉
・

矢

野
次

郎
な
ど
と

ち
が
い

商

業



教
育
論
著
も
な
く、

表
面
に
現
わ
れ
た
派
手
な
活
動
ば
み
ら
れ
な

論
」

で
あ

り、

「
「
国
益
私
益
一

致

論
」

を

信
念
に

「

我
々

商

業

い
が、

幾度

と
な
く
襲
っ
た
商
法
講
習
所
の
危
機
を
救
済
し
て
いる。商法講習所は開所当初から経費支弁の困難に直面し

二

身
ヲ

委
ヌ
ル

人
々
ハ

殊

更
奮
励
シ
テ

此
ノ

有
様
ヲ
一

変
シ

露
国

(
30
)

ノ

本
ハ

商

業
へ

在
り

ト
云
フ

観
念
ヲ

養
成
ス
ル

様
に

致
シ

タ
イ
」

て

お
り、

ホ
イ
ッ

ト
ニ

ー
の

給
料
や
そ
の

他
の

費
用
を

渋
沢
が

会

と
の

商
業
理
念
の

も
と
に
、

商
業
教
育
の

育

成
・

発
展
に

尽
し

た

顕
し
て
い
る
東
京
会
議
所
が
負
担
し、

森
に
貸
与
す
る

変
則
的
経

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か
。

営
を
お
こ

な

う
有
様
で

あ
っ

た
。

そ
の

後
も

講
習
所
は

東
京

会
議

以
上
、

明
治
初
期
の

商

業
教
育
が
こ

れ

ら
の

人
び
と
に

支
え

ら

所
の

共
有
金

や
東
京
府
の

補
助
金
に

よ
っ

て

運
営
さ
れ
て
い

た
。

れ
な

が
ら

発
展
し

た
こ
と

は、

こ

の

期
の

商
業
教
育
行
政
の

立

遅

援
助
資
金
の
共
有
金
は
東
京
会
議
所
が
旧
幕
時
代
に
蓄
え
た
江
戸

れ
を

物
語
る

も
の

で
は
な
か
っ

た
か
。

文

部
省
は

商
業
教
育
の

規

市

民
の
七

分
金
・

七

分

積
金
を

管
理
し
て
い

た

資
金
で
、

ホ

イ
ッ

定
を

学
則
で

定
め
、

法
令
面
で

は
そ
の

必
要
性
を

認
め

な
が
ら
、

実

一

ト
ニ

ー
の

年

俸
二
、

五

〇

〇

円

も
そ
こ

か

ら

支

出

さ

れ
て

い

た
。

際
の

施

策
は
、

民
間
や
地

方
府
県
の

人
々

に

依
存
し
、

明

治
前
期

51

こ
の
共
有
金
が
明
治
十
(
一

入
七
七
)

年
以
降東

京
府
に
委
譲
さ

を

無

為

無

策
の

ま

ま

終
っ

て

し

ま
っ

た

と

い
っ

て

い

い

だ

ろ

う
。

一

れ
て
地

方
税
の
一

種
と
し
て

府
会
の

議
決
事
項
と

な
っ

た
。

こ

れ

そ
の
象
徴
さ
れ
る
事
例
が
東
京
商
法
講
習
所
の
存
続
受
入
れ
所
管

が
さ
き
に

み
た
よ

う
に

明

治
十
四
(
一

八
八
一
)
年
七

月

府
会
で

支

が、

文
部

省
で

は
な
く

農
商
務
省
に

な
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ

た
こ

弁
が

拒
否
さ
れ
、

廃
校
に

追
い

や
ら
れ
る

要
因
と

な
っ

た
。

こ
の

と

に

示

さ
れ

て

い

る

だ

ろ

う。

し

た

が
っ

て、

商

業

教

育

行

政

が

講

習
所

廃
校
の

危
機
も

渋
沢
に

よ
っ
て

救
わ
れ
る
。

渋
沢
は
さ
き

本
格
的
に

展

開
さ
れ
る
の

は

明

治
十
七

(
一

八
八
四
)

年
の

「
商

に

み
た
よ

う
に

明
治
十
四
(
一

八
八
一
)

年
創
設
さ

れ
た

新
し
い

農

業
学
校
通
則
」

後
の

次
の

時

期
を
ま
た

ね
ば
な

ら
な
か
っ

た
。

商
務省

に
補
助
金
の
交
付
を
う
け
て
講
習
所
を
存
続
さ
せ、

そ
の後もかれは生涯かけて東京商法講習所の発展に尽した。

三

明
治
中
期
の
商
業
教
育

・
か

れ
の

商
業
教
育
論
は
、

む
し
ろ
旧

い

儒

教

的
「
士

魂
商
才

.

明
治
中
期
の

商
業
教
育
は

文
部

省
が
明

治
十
七

(
一

入

八
四
)



年.
一

月
に

制

定
し
た

「

商
業
学
校
通
則
」

の

公
布
を
も
っ

て

は
じ

に
、

年齢

十
三

歳
以
上
の

者
で

修

業
年

限
ニ

カ

年

と

し
、

「
第
二

ま
る
。

こ

れ
は
、

わ

が
国

最
初
の

商
業
教

育
関
係
の

規

則

で

あ

種
ハ

主
ト
シ

テ

善
ク

商
業
ヲ

処
理
ス
ヘ

キ

者
ヲ

養

成

ス

ル
」
(

第

り、

学
校
設

置
の

内
容
を
は
じ

め
て

規
定
し
た

も
の
で

あ
る
。

今

二

条
)

こ

と

を

目
的
に
、

年
齢
十
六

歳
以
上
の

者
で

修
業
年
限
三

ま
で
は

「
学

制
」

や
「
教

育
令
」

の

な
か
で
、

高
等
教

育
の

簡
単

力

年
と

定
め

た
。

す
な
わ

ち、

第
一

種
は

商
業
自
営

者、

第
二

種

な

定
義
を
し
た

に

す
ぎ
ず、

も
っ

ぱ

ら
民

間
・

地

域

都
市
に

経
営

ほ
商
業
管
理
者
を
そ
れ
ぞ
れ
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と

し

て

お

を
一

任
し

て

実

態
な

き

規

定
に

終
わ
っ

て

い

た
。

し

た

が
っ

て
、

り
、

第
三

条
で

「
商
業
学
校
二

於
テ
ハ

商

業
諸
般
ノ

取

引
事
務
ヲ

こ
の
通
則
の
制
定
は
商
業
教
育
行
政
を
政
府
が
見
直
そ
う
と
し
て

演
習
ス
ル
ニ

足
ル
ヘ

キ

商
業

実
習
室
ノ

準

備
ア
ル

ヲ

要
ス
」

と

規

い
る
こ
と

を

意

味
ず
る
。

明

治
政

府
は

明

治
十
四

(
一

八
八
一
)

定
し
、

実
務
に
た

ず
さ
わ
る

商
業
人

を
養
成

す
る

た
め
の

中

等
教

年
政
変
の
の
ち、

松
方
正
義
大
蔵
卿
を
中
心
に
殖
産
興
業
政
策
の転換をはかり、新しく四月に農商務省を創設して積極的

育
機

関
と
し
て
の

商
業
教
育
を
目

指
し
た

も
の
と

考
え
る
こ
と

ができる。商業学校通則の公布によって、これまでの各地

【
52

な

勧

農一・

勧

商

政

策
を

推

進
し

た
。

こ

れ
と

並

行
し

て
、

農
・

商

の
商
法
講
習
所
は、

東
京
を
除
い
て
第
一

種
商
業
学

校
に

移

管
[

業
教
育
を
は
じ
め
と
し
た
実
業
教
育
行
政
の
本
格
的
取
組
み
を
政

し
、

通

則
発

布後

名
古
屋
(
明

治
十
七

年
)

・

京
都
(
明

治
十
九

府
が
は
じ
め
て

み
せ
た

も
の
と

考
え
る

こ
と

が
で

き
る
。

政

府
は

年
)

・

長
崎
(
同

年
)

・

滋

賀
(

同
年

Y
・

函
館
(
同
年
)

と

相

明

治十

六

(
一

八
八
三
)

年
四

月
「
農
学

校
通
則
」

を

制
定
し
、

つ

い
で

新
設
さ
れ
た
。

続
い

て

十
七

(
一

八
八

四
)

年
一

月
に

「
商
業
学

校
通

則
」

を

制

東
京
府
と
農
商
務
省
と
の
移
管
問
題
で
紛
糾
し
た
東
京
商
法
講

定

公

布
し

た'。

習
所
は、

通
則
制
定
を

機
と
し
て

農
商
務
省
に

明

治
十
七

(
一

八

商業

学
校
通
則
の
内
容
は
九
章
十
六
カ
条
か
ら
成
り、

商
業
学

八
四
)

年
三

月
移

管
し
、

東
京
商
業

学
校
と

改

称
し

た
。

一

方

文

校

を

第.一

種[
、

第
二

種
に

分

け、

「

第
一

種
ハ

主

ト
シ

テ

躬

ヲ

善

部
省
は
東
京
外
国
語
学
校
に
付
属
高
等
学
校
を
通
則
に
よ
ら
な
い

ク

商
業
ヲ

営
ム
ヘ

キ

者
ヲ

養
成
ス

ル
」

(

第
二

条
)

こ
と

を

目

的

外
国
貿
易
の
た
め
の
人
材
育
成
教
育
機
関
を
同
年
三
月
に
創
設
し



た
。

こ
の
学
校
は
十
六
歳
以
上
で
初
等
中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力

校
の
学
科
と
比
較
し
て
み
る
と、

第
二

種
商
業
学
校
は
入
学
年齢

を

も
つ

者
を

入

学
さ

せ
、

ベ

ル

ギ

ー

人
ジ
ュ

リ

ア

ン
・

フ

ォ

ン
・

は

十
六

歳
以
上
と

同
じ
で

あ
る

が

修
業
年

限
が
三

年
と

短
か

く、

ス

タ
ッ
。ヘ

ン

(}
.

〈8

ω鍵

署

窪)

を

講

師
と

し

て

招

き
、

ア

ン

教

科
は

「

修
身、

和
漢
文、

習
字、

算
術、

代
数、

簿
記、

商
業

ト
ワ
ー
プ

高
等
商
業
学
校
(
一

入
五

三

年
創
立
)

を
モ

デ
ル

と
し

通

信、

商

業
地
理
、

図
画、

商
品、

商
業

経
済、

商
業、

商

業法

た
洋
式
高
等
商
業
教
育
を
目
指
し
た。

次
に
示
す
学
科
課
程
を
四

(
31
)

力
年
で
履
修
し
卒
業
し
た
者
に
は
領
事
の
資
格
を
与
え
た。

規、

商
業
実
習、

英
語、

但
シ

土

地
ノ

情
況
二

曲
リ

本
文
某
科
目ノ程度ヲ斜酌シ若クハ斜酌セスシテ特二銀行、為替、運

東
京
外
国
語
学
校
所
属
高
等
商
業
学
校
学
科
課
程

輸

保

険、

会

社

法、

海
上

法、

契

約

法、

関

税、

統

計、

物

理、

第
一

学
年

修
身
学
・

和
漢
文
・

算
術
・

記
簿
法
・

代
数
・

幾

化
学、

博物

、

幾
何
機
械、

工
芸

誌
等
の

某
科
目
ヲ

置
キ

又

英
語

何
・

物

理
・

地

理
・

習

字
・

図

画
・

外

国

語
・

体

操

(

週
三

ノ

外
若
ク
ハ

英
語
二

代
ヘ

テ

仏、

独、

支
那、

朝
鮮

等
ノ

国
語
ヲ

一

十
三
時
間
)

置

ク
コ

ト

ヲ

得
」

(

第

十
一

条
)

と

な
っ

て

お

り、

付

属

が
胆

力

53

第
二

学
年

修

身
学
・

和
漢
文
・

化
学
・

商
業
算
術
・

簿
記
法

年
を

通
じ
て

修

身
学
・

外
国
語
・

体
操
と

商
業
実
習
が
一

貫
し
て

一

・

商
業
実

習
・

商
業

経済

・

商

業
史
・

商
業
地
理
・

外
国
語

課
せ
ら
れ
て
い
る
外
は
専
門
教
科
で
は
通
則
教
科
と
類
似
し
て
い

9

体

操
(
週
三

十
三

時

間
)

-

る
。.

こ

う
し
て
、

通
則
制

定
時
に
は
、

政

府
直
轄
の

商

業
学
校
が

第
三

学

年

修

身
学
・

商
業
算
術
・

商

業
書
信
・

商
業

実
習
・

文

部
と

農
商
務
省
と
の

間
で

対
抗
し

な
が
ら

存
立
し
、

政

府
の

実

商
業
経
済
・

商
業
史
・

商
業
法
規
・

商
業
地
理
・

関
税

統計

業
教
育

行
政
の

不
備
と

立

遅
れ
を
示
し
て

い

た
。

「
学
制
」

で

は

・

商

品
工

芸
誌
・

外
国

語
・

体
操
(
週
三

十
三

時
間
)

「
全
国
ノ

学

政
ハ

之
ヲ
文

部
一「

省
二

総
テ
」

と
定
め、

教
育
令

で

第
四

学

年

修
身
学
・

商

業
受
信
・

商
業
実
習
・

商
業
経

済
・

は
「
全
国
ノ

教
育
事
務
ハ
文
部
卿
之
ヲ
統
摂
ス
」

と
規
定
し
な
が

商
業

史
・

商
業
地
理
・

外
国
語
・

体

操
(
週
三

十
三

時
間
)

ら
も、

明
治
初
年
か
ら
形
成
さ
れ
た
主
務
省
管
理
の
官
僚
的慣

行

こ
の
付
属
校
の
学
科
を
商
業
学
校
通
則
に
よ
る
第
二

種
商
業
学

か

ら

専
門
学
校
は

文
部

省
の.
統

轄
下
に

な
か
っ

た
。

工

部
省
で
は



工
部
大
学
校、

司
法
省
は
法
学
校、

内
務
省
は
駒
場
農
学
校、

開

を
出
し
た
。

こ
の・
と

き、

神
戸
商
業
講
習
所
に

も
五

十
円
を

交
付

拓
使
は
札
幌
農
学
校、

そ
し
て
農
商
務
省
が
商
船
学
校
と
東
京
商

し
直轄

化
の
動
き
を
示
し
て
い
る
。

究
極
的
に
太
政
官
は
農
商
務

法

講

習
所
と

な
っ

て

お

り
、

文

部

省

は

法
・

文
・

理
・

医
の

四

学

省
の
上

申
を

認

め、

東
京
商
法
講
習
所
は
明
治
十
七
(
一

入
八

部
専
門
教
育
機
関
東
京
大
学
と
さ
き
の
東
京
外
国
語
学
校
を
直
轄

四
)

年
三
月
東
京
府
か
ら
農
商
務
省
に
移
管
し、

農
商
務
省
直
轄

す
る
の

み
で
あ
っ

た
。

明
治
十
四

(
一

八
入
一
)

年
の

農商

務
省

の

官
立

東
京

商
業
学
校
と

な
っ

た
。

一

方、

文

部
省
は
こ
の

農
商

設
置
後、

と
く
に
農
工
商
学
校
の
管
理
権
を
め
ぐ
る
文
部
省
と
農

務
省
の
商
業
教
育
管
理
権
強
化
策
に
対
抗
し
て、

さ
き
に
示
し
た

商
務
省
と
の
対
立
が
表
面
化
し、

文
部
省
が
「
学
制
」

と
教
育
令

独
自
の
高
等
商
業
学
校
の
創
設
と
「
商
業
学
校
通
則
」

の
制
定
の

の
規
定
を
盾
に
農
工
商
の
学
校
管
理
権
を
主
張
し、

太
政
官
に
対

(
32
)

し
て

農
商
務
省
の

職
制
の

改
正
を

要
求
し
た
面

こ

れ
に

対
し

て

農

措
置
を
と
っ
た。この商業教育

機
関
直
轄
問
題
を
め
ぐ
る
文
部
省
と
農
商
務
省

一

商
務
省
は
教
育
令
の
改
正
を
主
張
し、

両
省
は
共
に
譲
ら
ず
結
局

の

異

状
な

抗
争
を

終
息
さ
せ
た
の

が
森
有

礼
で
あ
っ

た
。

胆

太
政
官

裁
定
に

も
ち
こ

ま

れ
た
。

太
政
官
は

明

治
十
五

(
一

入
八

明

治
十
七

(
一

入
八

四
)

年
五

月
清
国
か

ら

帰
国
し
た

森
は、

一

二
)

年
四
月、

農
商
務
省
の
管轄

権
を
内
務
省
所
管
の
駒
場
農
学

文

部
省
御
用

掛
と
な
っ

て

文
部
行
政
に

携
わ

り
、

学
制
一

元

化
ど

校
と
新
規
の
商
船
学
校
の
三

校
に
限
り
認
め、

文
部
省
に
教
育
の

り
わ
け

商
業
教

育
一

元

化
に

努
力
し
た
。

森
は

明
治
十
五

(
一

入

統
摂
を

認
め
る

有
利
な

裁
定
を

下
し
た
。

し
か

し
、

農
商
務
省
は

八
二
)

年
の
太
政
官
裁
定
を
基
礎
に

農
商
務卿

(
兼
任)

松
方

そ
の
裁
定
を
無
視
し
て、

二

枚
以
外
の
農
業
と
商
業
の
専
門
教
育

正
義
と
文
部
卿
大
木
喬
任
と
政
治
的
折
衝
を
す
す
め、

農
商
務
省

の
管
理
を
続
け
た
。

既
設
の
札
幌
農
学
校
・

東
京
商
法
講
習
所
さ

の
東
京
商
業
学
校
と
文
部
省
の
高
等
商
業
学
校
と
を
合
併
し
て
文

ら
に
新
設
の
山
林
学
校
を
も
農
商
務
省
の
直
轄
と
し

た

の

で

あ

部
省
に

移

管
さ
せ
る

こ
と
に

成

功
し
た
。

明

治
十
六
(
一

八
八

三
)

る
。

と

く
に
内

東
京
商
法
講
習
所
に

対
し
て
は
、

東
京

府
に

十
五

年
九
月
両
校
は
正
式
に
合
併
し、

文
部
省
は
森
有
礼
を
校
務
監
督

年
度
も
補
助
金
一

万
円
を
交付

し
太
政
官
に
官轄

を
求
め
る
上
申

(
総
裁
)

に
任
命
し、

矢
野
二

郎
を
校
長
に
復
職
さ
せ
「
東
京
商



業
学

校
」

と
し

て

新
し

く
出

発
し

た
。

森
・

矢
野
の
コ

ン

ビ
で

合

予
科
一

年

練
筆、

商
用
作
文、

商
業
算
術、

簿

記、

図
画、

併開

校
し
た
東
京
商
業
学
校
は、

東
京
外
国
語
学
校
付
属
高
等
商

化
学、

経

済、

商

規、

英
語、

体

操
(
週
三

十
三

時

間
)

業
学
校
教
科
を
第
一

部、

東
京
商
業
学
校
教
科
を
第
二

部、

旧
東

本
科
四

年

商
用
作
文、

商
業
算

術、

簿
記、

商
品、

商
業
地

京
外
国
語
学
校
教
科
を
第
三
部
と
三
校
合
併
の
課
程
で、

修
業
年

理、

商
業
歴
史、

商
業
慣
習、

経

済、

統
計、

法
律、

通

商
制

限
は

第
一

部
を

四

年、

第
二
・

第
三

部
を
五

年
と

し

て

ス

タ

ー

ト

度、

英
語、

仏
語、

独
語、

商
業

実践

、

体
操
(
週
三

十
三

時

し

た
。

こ
の

そ
れ

ぞ
れ、

教

育
方
針
の

異
な
っ

た
三

校
の

合

併
課

間
)

程
教

育
は
、

合

併
時
に

学
生

間
で

問
題
を

残
し

た

が、

翌
明

治
十

合
併
時
に

比

較
し

て
、

教
科

間
が
整
理
さ
れ
、

予

科
は

基
礎
学

九・
(
一

八
八
六
)

年
八

月
東

京
商
業

学
校

総
則
が

定
ま

り、

次
の

科
を
修
め、

本
科
は
専
門
学
科
や
「
実
践」
的
内
外
国
商
業
演
習、

よ

う
な
目

的
条

文
が
示
さ
れ

新
し
い

校
風
が

培
わ

れ
て
い
っ

た
。

ま
た
第
二

外
国
語
の
増
大
な
ど
商
業
教
育
に
お
け
る
理
論
と
実
践

一

.
「
本

校
ハ

主
ト
シ
テ

内
外
商
業
二

関
ス
ル

必

須
ノ

教
育
ヲ
施
シ

の
一

致
を

み

る
こ

と

が
で

き
る
。

55

将
来
公
私
ノ
商
務
ヲ
処
理
経
営
ス
ヘ

ギ
者
或
ハ

商
業
学
校
ノ
主
幹

こ
う
し
て、

東
京
高
等
商
業
学
校
は
神
戸
高
等
商
業
学
校
が
明

一

文
ハ

教

員
タ
ル
ヘ

キ

者
等
ヲ

養
成
ス
ル

所
ト
ス
」
(
第二

条
)

と

治
三

十
五

(
一

九
〇
二
)

年
に

設
立
さ

れ
る

ま
で
、

唯
一

の

官
立

学
校
の
性
格
を
商
業
関
係
の
指
導
の
養
成
と
商
業
学
校
教
員
の
養

高
等
商
業
教
育
機
関
と
し
て、

商
業
関
係
指
導
者
(
経
営
者
)

の

成
と

い

う
二
つ

の

機
能
を
も
つ

教

育
機
関
と
し
て

明

確
に

う
ち

だ

養
成
と

商
業
学
校
教
員
の

養
成

機
能
を

果
し
て

き
た
。

こ

れ

を
明

し
た

の

で

あ

る
。

治
二

十
七

(
一

入
九
四
)

年
と

明

治
二

十
八

(
一

八

九
五
)

年
の

そ
の
後、

東
京
商
業
学
校
は
合
併
時
の
教
科
を
整
備
し
、

規
則

次
の

卒
業
生

就
職
状
況
表
が
物

語
っ

て
い
る

(

第
一

表
)
。

を

改
正
し
て

教
育
内

容
を

高
め
、

明

治
ご

十
(
一

八

八
七
)

年
十

月

こ

の

当
時
の

就
職
傾
向
は
、

会
社
・

銀
行
・

官
庁

関
係
に

続
い

に

は

「
東
京
高
等
商

業
学
校
」

と

改
称
し

た
。

そ
の

時
の

規
則

改

て
、

教
職
関
係
が
主

要
な

地
位
を

占
め
て
い

る
こ

と

が
わ
か
る
。

正
に

伴
う
教
科
目

を
抜

粋
し
て

み
る

と
、

次
の
と

お
り
で
あ
る
。

こ
の

東
京
高
等

商
業
学

校
と

な

ら
ん
で
、

こ
の

期
の
日

本
の

商
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L
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引
続
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商
業
学
校
の
設
営
や
普
及
の
た
め
に
貢
献
し
て鞘いる。

麟

明
治
二

+
三
(

天
九
〇
)

年
大
学
部
の
な
か
に
理
財
科
を
設

蜷

置
し・

内
容
充
実
の
た
め
に

↑
バ

長
大
学
か
ら
数
名
の
外
人

蠣

教
師
を
招
聰

羨
の

　
な
独
特
の
課
程
を

獲

≒

広
い

酵

視
野
を
も
つ

商
業
指

薯
の
人
材
を
求
め
る
時
代
の

要
請
に
応
え

【

鞘

た
.
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猷

笙
年

讐
学
原
理

近
世
経

遜

簿
韻

商
業
地
理

一瓢畏薬箋呆作文

所

妙

策
二

年

財
政込
興

保
護
及
び
自
由
貿
易
史馬

簿
記、

民
法、

灘

悪

美

髪

日
本

髪

仏
語
(
随意
)

保
険
銀
行
関
税
各
疑
問
研
究、

蝋

常

第
三
年

経
済
学
諸
派
概

講

国

48

商
法
国

際
公
法.
(

随
意
)、

国
際
私
法、

憲
法
及
び

行
政

法
(
随

(
33
)

與

意
×

統
計

掌

英
作

某

某
作

業

ド
ィ
ッ
語
(
随
意)

出

以
上
理
財
科
教
科
は、

東
京
高
等
商
業
学
校
の
教
科
と
は
異
なった独特の課程で高い水準の商業教育を施し、優秀な人

商
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材
を
社
会
に
送
っ
た
。

大
阪
商
業
学
校
の
校
長
成
瀬
隆
蔵、

神
戸

躍
的
な

発
展
を
み
せ
は
じ
め
た
。

こ

れ
と

並

行
し

て

外
人
商
社
に

商

業
学

校
の
三

原
国
一

郎.
・

大
坪
文
治

郎
・

飯
田

平
作
・

藤
井
清

よ
る

商

権
回

復
運
動、

商
品
生

産
農
業
の

進
展
な
ど

が
み

ら
れ
、

・

横
浜
商
業
学
校
の
美
沢
進、

長
崎
商
業
学
校
校
長
猪
飼
麻
次
郎

こ

れ

ら
の

社

会
的
背
景
の

な
か

で
産

業
労

働
大
衆
の
レ
ベ

ル

ア
ッ・

な
ど
を
は
じ
め

多
く
の

人
び
と

が

慶
応
出

身
者
で

あ
る
。

プ

問
題
が

認

識
さ
れ
、

そ
の
た

め
の

教
育
が

具
体
的
問
題
と
し
て

こ
の
官
営
東
京
高
等
商
業
学
校
と
私
立
慶
応
義
塾
の
両
校
が
こ

生
れ
て

き
た
。

そ
れ
が

大

衆
教

育
と
し

て
の

実
業
教
育
制
度
で

あ

の
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
商
業
関
係
の
指
導
者
を
養
成
す
る
高
等

る
。

商
業
教
育
機
関
(
通

則
二

種
校
)

と
し
て

位
置
づ

け
ら
れ、

他
の

明
治
二

十
二

(
一

八
八

九
)

年、

文
部
省

専
門
学
務
局
長
浜
尾

商
業
学
校
は
中
堅
的
な
実
務
者
を
養
成
す
る
た
め
の
中
等
商
業
教

新
は
商
業
補
習
学
校
に
つ
い
て
、

「
商
業
補
習
学
校
の

如
き

は

実

育

機
関
で

あ
っ

た
。

文
部
省
は
商

業
学

校
通
則
で

規
程

す
る
一

種

地
各
般
の

商
業
に

係
り
補

習
せ

し
む
る

も
の

に
し
て

商
家
の

子

弟

一

校
中

等商

業
教

育
に

力
点
を
お
き、

旧
い

歴
史
を
も
つ

神
戸
・

大

は

昼
間

商
用

繁
多
な
る

を
以
っ

て

夜
間
通
学
せ
し

む

る

を

便

と

留

阪
の

商
業
講

習
所
さ
え

も
強
力
な

行
政

指
導
に

よ
っ

て
、

県
立
・市立の商業学校に改組させ、第一種校に格づけしてしま

す
。

近
頃

本
邦
に

於
て

も

商
業
夜
学
校
と

称
し

開
設
す
る

も
の

あ

(
34
)

り、

此

類
は

特
に

補

習
の

実
あ
る
を

要

す
」

と

実
業
補
習

教
育
の

一

つ
た
。

文
部
省
が
高
等
商
業
教
育
に
教
育
行
政
の
主
眼
を
転
ず
る

必

要
性
を

論
じ
て
い
る
。

の

は

明
治
の

後

半
三

十

年
以

降
で

あ
る
。

こ
の

期
に
お

け
る

文

部

明
治
二
十
六
(
一

八
九
三
)

年、

井
上
毅
文
部
大
臣
は
実
業
補

省
の
商
業
教
育
行
政
の
主
眼
は
中
等
教
育
か
ら
初
等
教
育
へ
と
移

習

学
校
規
程
を

公
布
し
、

「

諸
般
ノ

実
業
二

従

事
シ

叉
ハ

従

事

セ

行
し

て

い

く
の

で

あ
る
。

ン

ト
ス
ル

児
童
二

小

学
校
教
育
ノ

補
習
ト

同
時
二

簡
易
ナ
ル

方
法

三

十
年
代
に
入

り、

日
本

経
済
は

松
方
正

義
に

よ
る

積
極

的
な

ヲ
以
テ

其
職
業
二

要
ス
ル

知

職
技
能
ヲ

授

ク
ル

所
ト
ス
」

(
第
一

殖
産
興
業
政
策
の
成
果
が
現
わ
れ、

官
営
工
業
の
民
間
へ
の
払
下

条
)

と

規
定
し
、

「
国
民
ノ

子
弟
二

伺
テ

科
学
及

技
術
ト

実

業

ト

げ
に

よ
る

振
興
方

策
な
ど
に
よ
っ

て

製

糸
業、'

紡
績
業
な

ど
の

飛

一

致
配
合
ス
ル

ン

教
育
ヲ

施
ス
」

こ
と
、

尋
常
・

高
等

小
学
に
お



い

て

「
修
身
・

読
書
・

習

字
r

算
術
及
実
業
二

関
ス
ル

科
目
」

を

移

行
し
た

時
期
と
み
る
こ
と

が
で

き
る
。

商

業
学
校
通
則
の

制
定

お

き
三
カ

年
の

補
習
コ

ー
ス

を

付
設
す
る
こ
と

を

訓
令
(
第
十
二

に
よ
っ
て、

公
設
の
中
等
商
業
教
育
機
関
と
単
独
の
高
等
商
業
教

号
)

し
た
。

商
業
地
方
に
お

け
る
「

実
業
二

関
ス
ル

科
目
」
は

「

商

育
と
が
整
備
さ
れ、

初
等
商
業
教
育
機
関
が
補
助
教
育
制
の
な
か

業
地

方
二

於
テ
ハ

商
業
書
信
・

商
業
算
術
・

商
品
・

商
業
地
理
・

で

創
設
さ
れ
る

な
ど
、

こ
の

時
期
に

商
業
教

育
が
制
度
的
に

準
備

簿
記
・

商業

二

関
ス
ル

習

慣
及
法

会
ノ

大
略
・

商

業
経
済
・

外
国

さ
れ
た
。

し
か
し
、

商
業
教
育
が

統
一

的
に

整

備
さ
れ
て

は
い

な

語
ノ

類
」

(
第
五

条
二
〉

と

規
定
さ
れ
て
い
た
。

い
。

こ

れ
は

次

姉
の

明
治
三

十

年
以

降、

明
治…

後…期

の

商
業
教
育

井
上
は

明

治
二

十
七

(
一

八

九
四
)

年
に

徒
弟

学
校

規
程
・

簡

制
度
の

確
立
を
ま
た
ね
ば
な

ら
な
い
。

易
農
業
学
校
規
程
と
実
業
教
育
費
国
庫
補
助
法
を
第
六
議
会
に
提案してこれらを制定し実業教育制度を積極的に進めた。

四

明
治
後
期
の
商
業
教
育
と
明
治
大
学
商
学
部
の
創
立

「

と

く
に
、

「
公
立
ノ

工

業
農

業
商
業
学
校
徒

弟
学

校
及
実
業

補

習学校ニシテ実業ノ教育二効益アリト認ムルトキハ文部大

明
治
後
期
は
日
清
戦
争
後
の
急
速
な
産
業
社
会
の
発
展
の
な
かで、産業教育熱が広く社会の中産階層を捉え、明治二十

駆
[

臣
ハ

其
ノ

学
校.
二

補

助
金
ヲ

交
付
ス
ヘ

シ
」
(
第
二

条
)

と
の

実
業

七
(
一

入
九
四
)

年
六
月
成
立
し
た
実
業
教
育
費
国
庫
補
助
法
の

教
育
費
国
庫
補
助
法
の
公
布
は
多
く
の
実
業
補
習
学
校
を
創
立
さ

制

定
と

も
あ
い

ま
っ

て
、

中
等

実
業
学

校
卒
業

者
の

数
が

急
増
し

せ
た
。

こ
の

法
律
で
、

明

治.
ご

十
七

年
公
立

徒
弟
学
校
が
一

校
で

!

.

あ
っ

た

も
の

が
、

同
三

十
一

(
一

八

九
八
)

年
に
は

十
七

校
と

な

た
。

文
部
省
の

年

報
を
み
る
と
、

明
治
二

十
七

年
実
業

補
習
学
校数十九校が明治三十(一入九七)年には一〇入校(公立

り、

実
業
補
習
学
校
は

十
九

校
か

ら
一

〇
九
校
に

増

加

し

て

い

一

〇
四、

私

立
四

校
)

と

増
加
し
て
い
る
。

そ
の

う
ち

商
業
補
習

る
。

学
校
は
明
治
二
十
八
(
一

入
九
五
)

年
二
十
校
か
ら
明
治
三
十
年

以
上、

明
治
中
期
の
商
業
教
育
過
程
は、

前
期
の
自
主
的
啓
蒙

二

十
八

校
(
公
立
二

十
七
、

私
立
一

校
)

と

な
っ

て
お

り、

全
体

的
な
講
習
所
段
階
か
ら
商
業
教
育
制
度
が
確
立
す
る
準
備
段
階
へ

の
二
十
六
%
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
期
は
農
業
補
習
学
校
が
六
十
二



校
と
全
体
の
約
六
〇
%
を
占
め
て
い
る
。

井
上
文
相
の
工
業
教
育

議

論
を

招
い
た

点
で

あ
る
。

文

部
省
案
は

府
県
に

設
置

す
べ

き
こ

重
点
政
策
の

意
図
と

掛
け

離
れ
た

数

字
と

な
っ

て
い

る
。

と

を

提
案
し
た

が
第
三

条
で

修
正
さ
れ
た
。

こ

れ
は

中
学

校
令
・

こ

れ

ら
の

実
業
学

校
の

急
増
を

背

景
と

し
て

文

部
省
は、

こ

れ

高
等
学
校
令
に
お
い
て
中
学
校
・

高
等
女
学
校
の
設
置
が
道
府
県

を

統
一

し

た

制
度
に

す
る
た

め
に

明

治
三

十
二

(
一

入

九
九
)

年

に

義
務
づ

け

ら
れ
た
の
に

対
し
、

実
業
学

校
の

設

置
は

義
務
づ

け

二

月
実
業
学
校
令
を
制
定
し
た。

第
一

条
に
「
実
業
学
校
ハ
工
業

な
い
と
い

う
比

較
の

問
題
で

あ
る
。

こ

の
こ

と
は
、

中
等
教

育
段

農
業
商
業
等
ノ

実業

二

従
事
ス
ル
者
二

須
要
ナ
ル

教
育
ヲ
為
ス
ヲ

階
に
お
い
て
実
業
教
育
が
普
通
中
等
教
育
よ
り
軽
視
さ
れ
て
い
る

以
テ

目
的
ト
ス
」

と

明

記
し
、

第
ご

条
で
は

実
業
学
校
の

種
類
を

こ

と

を

意

味

す
る

の

で

あ

る
。

工
業
学
校、

農
業
学
校、

商
業
学
校、

商
船
学
校
及
び
実
業
補
習

こ
の
実
業
学
校
令
制
定
と
と
も
に、

そ
れ
ぞ
れ
学
校
規
程
が
制

学
校
と
規
定
し、

蚕
業
学
校、

山
林
学
校、

獣
医
学
校、

水
産
学彼等は農業学校とみなし、徒弟学校は工業学校の種類と

定
さ
れ
、

商

業
学
校
規
程
で
は

甲
種
・

乙

種
の
二

種
に

区
別
さ

れた。甲種校は、年齢十四歳以上、高等小学校卒業を入学

「
辞

す
る
こ
と

を

定
め

た
。

こ

の

規
定
に
よ
っ

て

従
来
小

学
校

令
で

小

資
楕
と
し
修
業
年
限
三
年、

乙
種
校
ば
年
齢
十
二

歳
以
上、

尋
常

一

学
校
の
種
類
と
規
定
さ
れ
た
実
業
補
習
学
校
が
徒
弟
学
校
と
と
も

小
学
校
卒
業
を
入
学
資
格
と
し
て
修
業
年
限
三
年
と
規
定
し
た。

に

実
業
学
校
の

部
類
に

入
れ

ら
れ
た
こ

と

は

注
目
さ
れ
る
。

第
三

以
上
の
よ
う
に、

実
業
学
校
令
が
制
定
さ
れ
て
各
種
実
業
教
育

条
で
は、

従
来
実
業
学
校
の
設
置
に
は
特
別
の
規
定
は
な
か
っ

た

は

統
一

的
に

整
備
さ
れ
、

こ

れ
に

併
せ
て

各
地
の

商
業
会

議
所
や

が、

こ
の
法
令
で
は
北
海
道
及
び
府
県
は
実
業
学
校
を
設
置
す
る

実
業
家
に

よ
る

商
業
学
校
設
立
の

気
運
が

高
ま
っ

て
い
っ

た
。

実

こ

と

が
で

き

る
と

定
め
た
。

ま
た

文
部

大
臣
は

土
地
の

情

況
に

応

業
学
校
令
制
定
後
の
商
業
学
校
数
を
み
る
と
明
治
三
十
二

(
一

入

じ
て
必
要
な
実
業
学
校
を
府
県
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定

九
九
)

年
が
二
十
八
校
で
あ
っ
た
の
が
五

年

後
の

明
治
三
十
七

さ

れ
た
。

こ

の

設

置
に

関
す
る

規

定

は

明
治
二

十

九
(
一

入

九

(
一

九
〇
四
)

年
で
は

甲

種
四

十
六

校、

乙

種
十
二

狡
計
五

十
入

六
)

年
に
文
部
大
臣
の

諮
問
機
関
「
高
等
教
育
会
議」

で
大
き
な

校
と

約
二

倍
と

な
り
、

十

年
後
の

四
十
二

(
一

九

〇
九
)

年
に

は



甲
種
六
十
二

校、

乙

種
十
九

狡
計
八

十
一

校
と

約
三

倍
に

増
加
し・

て

い

る
。

普
及
に
よ
っ
て、

近
代
的
百
貨
店
な
ど
の
大
規
模
な
商
業
株
式
会社の設立、普通銀行の設立や貿易の発展による近代的商

一

方
で
は
こ
れ
ら
中
等
商
業教

育
機
関
の
急
激
な
拡
張
に

逆
行

社
の
設
立
な
ど
飛
躍
的
に
発
展
し
た
日
本
商
業
経
済
の
ま
え
に
終

し
て、

高
等
商
業
教
育
機
関
実
業
専
門
学
校
・

経
済
大
学
設
立
の

止
符
が
う
た
れ
た。

実
業
界
に
お
け
る
専
門
的
な
近
代
商
業
へ
の

気
運
が
二

十
世
紀
を
迎
え一
て

盛
り
あ

が
っ

て

き
た
。

当
時
実

業
界

人
材

養
成
の

気

運
の

盛
り
あ
が
り
で
あ
る
。

そ
の

う
え
、

中
等
商

で
は
、

高
等
商

業
教

育
を
め

ぐ
っ

て
、

こ

れ
の

積
極
的
な

設
置
を

主

業
学
校
の
卒
業
者
数
の
増
加
と
と
も
に
、

高
等
商
業
教
育
機
関
へ

接
す
る
見
解
と
こ
れ
に
反
対
す
る
無
用
論
を
展
開
す
る
賛
否
両
論

の

進
学
を
め

ざ

す
生
徒

数
の

急

増
が
こ

れ

を
加

速
さ
せ
た
。

が

存
在
し
て
い

た
。

渋

沢栄

一

は

「

国
家
ノ

政

策
ト
シ
テ
モ

是

非

こ

れ
が

明
治
三

十
六

(
一

九

〇
三
)

年
の

実…菜

学
校
令
の

改
正

稀
ノ
農
工
諸
科
ト
同
シ
ク
大
学

凝
二

進
ム
ル
ノ

必

要
ナ

ル

所」
と
大
学
設
立
に
賛
成
し
、

益
田
孝
は
「
今
日
ノ
商
業
社
界
二

最

に
よ
る
専
門
学
校
令
の
制
定
で
あ
る
。

実
業
学
校
令

第
二

条

に「実業学校ニシテ高等ノ教育ヲ為スモノヲ実業専門学校

一
60

モ

適
応
ス
ル
モ
ノ
ハ

今
ノ

高
等

商
業
学
校

其
物
ナ
リ

ト

信
ス
、

故

ト
ス
」

と

追

記
し
、

併
せ
て

公
私
立

専
門
学

校
規
程
「

高
等
ノ

学

一

二

大

学
ヲ

起
ス

ト
ス
ル
モ
、

今
日
ノ

学
校
ハ

継
続

存
置
サ
レ

ン

事

(
36
)

ヲ
望
ム
」

と
商業

教
育
を
う
け
て
実
業
に
従
事
す
る
者
は
高
等
商

術

技
芸
ヲ

教
授
ス
ル

学
校
」
(

第
一

条
)

を
制

定
し

て
、

分

化
させ実業学校令は中等以下の学校を対象とすることになつ

業
で

十

分
で

あ
る
と

大
学
設
立
に

反
対
し

て
い
る
。

そ
の

他
阿

部

た
。

泰
蔵
(
明

治
生

命保

険

社
長
)

の

よ

う
に
、

「
日

本

現
在
ノ

地
位
ヨリ云ヘハ、現在ノ高等商業学校ノ如キモノヲ今ニツモ三

ツ
モ

増
設
ス
ル
方

霧
ナ
ル
ベ

海
と
す
る
時
期
尚
早
論
も
あ
る
・

専
門
学

校
令
の

制
定
に
よ
っ

て
、

公
私
立

専
門
学

校
が

各
地
に増設された。商業教育関係では当時官設の高等商業教育機関として東京高商一校であったのが、・神戸・大阪・山

し

か
し
、

こ

の

実
業
界
に

お

け
る

高
等
教
育
機

関
設
立

を
め

ぐ

口
・

小
樽
・

長
崎、

五

校
が

実
業
専

門
学
校
に

昇
格
開
設
さ
れ
、

る
論
議
も、

明
治
三
十
年
代
に
は
商
法
施
行
に
よ
る
会
社
企
業
の

私
立
で

は

慶
応
を
除

く
法
学

系
私
学、

早

稲
田
、

明

治、

法
政
、
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●
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●

●

文
51

文
77

中
央、

日
本、

専
修、

関
西、粥立命館などが経済.商学亀学科を新設し、私立専門稠学校とし再編成されてい昭つた。私学専門学校は法杭聞学から政経・商学の時代新済へと移行する傾向を示し経

響

て
い
っ
た。謝天野郁夫

氏
の
私
立
大
学

「購に謬る学科編成と在学a曝者構成の変化についての一轍椥研究によると(第二嚢

の

学者門

明

治
三

十
入

(
一

九

〇
五
)学事在制年には法学系の九校はすは旧。宇『用べて商経学科がおかれ、数夫引

ω

饗

在
学
者
の
占
め
る

比

率
は

天

真

早
、

慶
二

校

を

別

と

し

て

低
.)..

設

い

粗

大
正
四
(

死
一

五
)

年
に
は
平
均
二

十
%
以
上
と

田

応

治

政

央

本

修

西

館稲・命早慶明法中日専開立

社

院

教

智

院志群解同東立上関



商
経
学
科
の

在
学
生
の

比
率
は

高
く
な
っ

て
い
る
。

第
三
表

明
治
大
学
商
学
科
講
義
録
第
一

学
年
目
次

1一

明
治
三
十
八
年
度1

表
題
(
順
不
同

上

著

者

名

備

考

法
学
か
ら

商
学
へ

の

変
化
を

明
治
大
学
に
つ
い

て

少
し

詳
し

くみてみたいと思う。明治大学は明治三十六(一九〇三)年専門学校令によって明治法律学校から明治大学へと改称し、翌年四月より法学部・政学部・文学部・商学部の四学部の組織をもった綜合大学としてスタートすることになった。そのなかで商学部は「校友実業会」の強い要望によって「商事二必要ナル高等専門ノ学術ヲ授ケ兼テ実際二活用スヘキ人物ヲ養成スルヲ目的」としてわが国で最初に認可された商学部として開講された。講師は、のちに商科教頭・評議員を務めた佐野善作や商学部長に就任した志田錬太郎をはじめ、当時の東京高等商業学校教授を中心に招聰し、教授内容についても同校に準拠した形で行なわれて

(

銘
)

π

い
る
。さて

、

明

治
大
学
に

お
け
る

法
学
か

ら
商

学
へ

の

移
行
の

問
題であるが、学務課の学科編成と在学生構成の変化した史料「諸表綴」を次表(第四、五表)に整理してみると、明治三十入(一九〇一3)年の法七十七%政商二十三%の

商

業

通

論.簿記学日本商業史西洋商業史商業地理学商品学経済学総論純正経済学民法総則編和英商業文簿記及商事経営商業算術平時国際法

坂
本

陶
一下野直太郎横井時冬(

閲
)武田英一(編述

)村上直次郎坂本陶一星野太郎金井延小林丑三郎鈴木英太郎石川文吾下野直太郎伊藤萬太郎高橋作衛

商業

学
士東京高等

商
業
学
校
教
授東京高等商業学校教授、文学博士東京高等商業学校卒業東京帝国大学文科大学講師、文学士商業学士東京高等商業学校教授東京帝国大学法科大学教授、文学博士法制局書記官兼参事官法学士東京地方裁判所部長、法学士東京高等商業学校教授東京高等商業学校教授農商務省技師、理学士東京帝国大学法科大学教授、法学博士

一
62【

出典

H

『
明
治
大
学
商
学
科
講
義
録
』

第
一

学
年
自
一

号

至

七

号、『明治大学商学科講義録』第一学年八、九、十、骨五、廿六、『明治大学商学科講義録』第一学年、自十一号至十七号、明治一二十八年一月目十四R【～明治一二十入年占八月一二十四目、(専修大学総務部年史資料課所蔵)より作成。(注)重複する目次については省略した。



計

蹴

㎜

鵬

鰯

㎝

粥

鵬馬

耶

9

U

9

7

9

8

「
・
,

9
,
蟹

R
「
「
」

1
⊂
■

l
l

暉
1
一
■

,
1
.

1
'

覧
雪
曇
巳
匿

唱
.

.
唱
.

暉
.
.

・
`
1

奮
.

盧

8
層
冒
量

冒
1

8
1
巳

・
置
・

一
・
■

l
l
.

1
一

鰍

%

詔

㎝

菊

田

総

数
字
(
天
野
郁
夫
「
前
掲
」

第
一

表)

が
本
科
予
科
と
も
大
正
六

(
一

九
一

七
)

年
に

法
科
.

商
科
が

均
衡
し
、

大
正
七

(
一

空

↑

入
)

年
以

降
は

商
科
の

比
重
が

法
科
を
こ

え
る

比
率
に
な
っ

て
い

蹴る.明治後期から大正初期にかけて法学から商学へ転換価しはじめたことを示している。麗これらの問題と並行して・この期にもう一つの新しい吠傾向が現われた。専門学校令の制定によって、実業専門数

学
校
が
増

養

こ
れ
ら
の

萎
が
民
間
企
業
へ
大見里

譲

臓

し、

高
等

警
機
関
卒
業
生
の
雇
用

霧
が
「
官
需」
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第五表 法 ・商 ・政科在学生数
噛

二大正2年 ～同8年 一

科別 大 学 本 科

年次
法 科 ・1

」

商 科 1稼 科
計

大正2年
…

158人i56%
…

…

110i

…

39% 14人i
…

5% 282人

同3年 163i54 122i … 41 15i 5… 300

同q4年

回 .5年

回6年

14?ミ49

、6。i5。

169'47

・37i

…

143i'

…

・68i

46

44

47

…16

19

20

i5

i6

i6
…

300

322

357

同 .7年

回8年

・78i4・

、4。i43

…

226i

…

162i

…

52

49

…32

27

i7

i8

…

436

329

出典:大 正2年 度r諸 表綴』,明 治大学学務認 よ り作成。

第六表 官立実業専門学校卒業者の職業分布

高 等 工 業 高等農林 高 等 商 業

明治38年 1証4年 大正4年 明治38年 1大正4年

学 校 5.1 1.9 13.0 1.0 1.0

政 府 ・官 業 21.6 19.9 40.3 2.C 3.3

民 間 企 業 50.6 45.9 20.3 39.8 64.4

自 営 6.9 5.5 5.2 1.5 2.9

進 学 等 5.1 1.5 0.9 40.8 12.7

兵 役 7.5 U.0 圭3。0 一 6.5

未 定 3.0 13.5 7.4 13.4 8.2

死 亡 0.3 0.7 一 1.5 51.

計 1・ ・0.・1
・・D.・1 100.0

11・0.・ 1・ ・0.・

出典1天 野郁夫, 前掲書, 147頁 よ り引用 。

一 一64一
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業
・
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業
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移
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し
て
い
る
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が
示
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れ
て
い
る
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専
攻
部
規
程

新
た
に
設
け
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廷

峯一

斐
ら
専
攻
部

㈲

卒
業
者
及
び
専
攻
部
在
学
者
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第
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増
大
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明
治
四
十
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,曇

年
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で
は

全
体
の
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+
%
を

占
め
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至
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。
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し
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田
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三
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野
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29一-占

囎ド場劇
高
高京戸東神

高商

商
商館

懸
臓
稲長山小書 治

央
院
社本

院
修
教学学志山北明中音回目東専立

に
お
け
る
学
校
格
差
-

学
歴
的
秩
序
と
い
う
新
た
な
問
題
を
生
み

燗

)

だ
し
た。

高
等
教
育
機
関
の
頂
点
に
帝
国
大

栄

次
の
階
層
に
官

趾

脚

立
実
業
専
門
学

棟

底
辺
に
私
立

轟
学
校
と
ピー
フ
ミ
ッ
ド
的
学

難

技
階
層
を
形
成
し
た。

艀

(政府。行政官庁の官僚制機構や行政官庁から実業界へ櫛郵の天下り人事のなかに学閥組織による地位や学歴格差の本

日

秩
序
が
つ

く
り
あ

げ
ら
れ
て
い

る
こ
と

は
よ

く
知
ら

れ

て

い

る

表

明
・
こ
れ
ら
の
学
歴

嚢
的
秩
序
が
専
門
学
校
令
制
定
以
降
急
速

鋤

に
民
間
企
業
内
部
に
も
定
着
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

第
八
表
の『学生年鑑』による天野郁夫氏の日本郵船の高学歴社員と処遇の分析(天野郁夫『旧制専門学校』一五四頁)で

る
。も明らかなように、日本郵船の初任給の出身校別格叢り、が、それを明確に示している。大、この学歴主義的秩序に対する当時の学生の反発的象徴

し
ん
ゆ
う

が、

東
京

高
等
商
業
学

校
の

「

申
酉

事
件
」

で

あ
ろ

う。

こ
の

事件は文部省帝大評議会が東京高商の商科大学への昇格運動を無視し、明治四十二(一九〇九)年四月商科大学を帝国大学法科内に置き、四十四(一九=)年に専攻部の廃止省令に対する、関一、佐野善作、滝本美夫、下野

直
太

郎
教
授
の

辞
表
提
出、

学
生
一
、

三

〇
〇
名
の

総
退
学
で

応えるという、大学昇格運動をめぐる東京高商騒動であその内容は文部省の帝大第一主義に対する抗争であ「民」の「官」に対する闘いでもあった。口大の私学学生の支援活動のなかにその一端がうかがわれる。とくに、明大には先の四教授が講師として来校されており、商科学生の支援、慰問活動は活発であったことを当時の新聞・雑誌は報じている(資料一)。(資料一)商科学生の高商慰問「玲瀧高き仙嶺」の校歌を歌ひ、「悲風懊悩日曇る」

O

魏灘懸糀襟
冊明大、早の告



白
文
を
読
ん
で
解
散
式
を
行
ひ
た
る、

高
帝生

徒
同
盟
退
学
に
関
す
る問題を協議するため、商科一、二、三学年各級生は五月十三日正午、第一講室に於て学生大会を開けり、会する者三百名、

れ
た
り
。嚢に生

等
総
退
学
の
挙
あ
る
に
際
し
諸
兄
が
深
厚
な
る
同
情
を
溢
したるは生等の永く忘る能はざる処に有之候、然るに今回商

二

年級

委
員
石
田
儀
作
氏
座
長
席
に
就
き
拍
手
喝
采
の

問
に
開会

を
宣言し、鈴木堅次郎(一)、中村米治(二)、後藤政市(三)、根岸耕一(二)、等諸氏交々演壇に現れ、阿れも佐野、關、瀧本、三教授の罷免に就て自分等の教授なれば早速慰問するの必要を述べ、更に同盟退学生の行動に乾て、我等兄弟の壮烈なる最後に多大の同情を寄せ、是非至急慰問せざるべからざ

業
会
議
所
父
兄
保
証
人
委
員
及
母
校
商議

員
の
三
団
体
が
生
等
の

素志を継承して其主張の貫徹に努力するにより此際断然母校に復帰す罰しとの同情ある勧告に接し昨H学友大会を開催したる結果右三団体の意志の存する処を諒しその勧告に応じて復校する事に議決徴候間諸兄が婁に表明せられたる御同情に対して更に感謝の意を表すると共に藪に生等が決意

る
を
痛
論
し
、

満
場
拍
手
の
問
に
降
壇
し
た
れ
ば、

石
田
座
長
は
根
岸の動議に基きて、第二学年鈴木、第二学年石田、第三学年後藤の慰問委員を指名し、委員は直に三教授を慰問し、次に同盟退学生の総本部青年会館に到り、高商委員に面会して慰問

を

申上

候五月一一
十
四
日

東
京
高
等
商業

学校

学
生
々

徒
一

同明治大学商科学生諸兄出典一「明治評論」第十ニノ六号、明治四十二年六

月
一

日
。

一
研

一

状
を
呈
し
て
慰
問
す
る
こ
と
に
一

決
し、

根岸

託
の
発
声
に
て
商
科
学

生
大
会
万
歳
を
唱
へ
、

更
に
高
商
同
盟
退
学
生
万
歳
を
唱
へ

て
散
会
せ

こ
う
し
た
東
京
高
商
を
中
心
と
し
た
商
科
大
学
昇
格
運
動
が
実

り
時
に
午後

二

時
挙
げ
ら
れ
た
る
三

委
員
は
直
に
市決

議を

齎
し
て
三教授を慰問し又学生本部を訪問して左の慰問状を贈りたり。諸君と同教授の指導の下にある我明治大学商科学生は叢に学生大会を開催し其決議に依り謹んで一書を呈す、

る
の

は

大
正
八

(
一

九
一

九
)

年
の

「
大

学
令
」

を
ま

た
な

け
ればならなかった。しかし、「大学令」によって官立単科大学や私立大学の設立が認可されたが、学歴主義的な秩

諸
君
が
熱
誠
な
る
十
年
の
主
張
と

光輝

あ
る
計
年
の

歴
史
と
は
遂
に

序
は

是

正

さ

れ

な

か
っ

た
。
.

む

し

ろ
、

大

学

令
の

制

定

に

よ

っ

文
政
の
躁
蠣
す
る
所
と
な
り
愛
慕
措
く
能
は
ざ
る
母
校
を
棄
て
ト

総退学の止むなきに至りたるは生等の深く同情に堪へざる所なり諸兄自愛自重以て初志を貫徹せられんことを祈る

て
、

大

学
・

大

学
予

科
の

設

置

認
可
に

き
び
し
い

条

件
が
つ

け

られ、そのため私立大学では資金供給源として「専門部」

然
る
に
二

十
四
日
高商

委員

生
出
氏
来
校
せ
ち
れ
左
の
謝
状
を
寄
せ
ら

を

残
し
、

専
門
部
・

大
学

予
科
・

大
学
と
い

う
三

重

層
の

内

部
学



歴
主

義
的
秩
序
を

新
た
に
つ

く

り
だ
し
て
し
ま
っ

た
。

専
門
部
は

い

帝
国
大
学
・

文

部
省
の

抑
圧
に
よ
っ

て

挫
折
す
る
な
ど
、

常
に

専
門
学
校
生
成
期
の

「
別

科
」

制
と

類
似
し
、

多
く
の

学
生
を
入

政
府
の

教
育

行
政
の

士
・

農
・

工
・

高
な
ら
ぬ

普
(
帝
国
大
学

Y

学
さ
せ
、

夜
間
授

業
な
ど
に

よ
っ

て

大
学
の

施

設
や

教
授
を

活
用

農
・

工
・

商
の

封
建
的
な

学
歴
主

義
的
偏
重
政

策
の
な
か
に

お
か

し
、

安
価
で

大
量
の

学
生
を

教
育
し
て

大

学
経
営
に

寄
与
す
る
こ

れ

て

き
た
。

と
に
な
っ

た
。

こ

の
こ
と

が
、

大
学
専
門
部
や

専
門
学
校
の

粗
製

こ

の

文
部

省
・

帝
国
大
学
の

圧

力
に

屈
し
な
か
っ

た

東

京
高
等

乱
造
教
育
の

質
的
低
下
を
も
た
ら
し、

新
た
な
高
等
教
育
制
度
の

商
業
学
校
関
係
者
の
協
力
に
よ
っ
て、

明
治
大
学
商
学
部
は
創
立

問
題
を

残
す
こ

と

に

な

っ

た
。

ま
た
、

文部

省
の

「
帝
国

学制

さ

れ

た

の

で

あ
る
。

案
」

を
め

ぐ
っ

て

私
立

大
学
整
理
論
や、

私
立

大
学合

併
説
な
どがおこったのもこのころである(資料五)。以上、明治期における教育制度を背景とした商業教育

(
資
料
二
)明治大学役

員
及
職
員0商議委員侯爵西園

寺
公
望

法
学
博
士

小
林
丑
三
郎

[

68

発
展
の

姿
を
み
て

き
た

が、

そ
の

大
き
な
一

つ

の

特
徴
と
し
て

財治期の商業教育の歩みは東京高等商業学校(現一橋大学)の歩みに象徴されているとはいえないだろうか。明治初期の伝習教育時代には東京高等商業学校は、政府の農・工中心の教育政策のなかで、私塾商法講習所として苦難な出発をし、明治中期には東京府・農商務省・文部省をめぐる移管問題紛争にまきこまれて飽の教育機関との不平等な扱いをうけ、明治後期には札幌農学校が

法
律
学
士

杉
村

虎一

法
学
博
士

磯
部

四
郎法学博士井上正一法学博士仁井田益太郎法学博士富谷鈷太郎法学博士佐野善作

葎
学
士

小
宮
三
保
松

湖

噸
蝉

平
松
福
三
郎

難
辮轍
輪

響
獣
常齢

湖

纏

毘

義
方

醐

噸
蝉

今村

恭
太
郎

法
学
博
士

嚢

欝

糊

噸
群

依
田

蓑
郎

O
商
科
大
学
評
議
員
(
イ
ロ
ハ

順)

一

ス
ム

ー
ズ
に

大

学
へ

の

昇
格
を
果
し
た
の

に

比
較
し
て
、

き
び
し

菊
川

甚
作

豊
川

良
平



早
川
千
吉
郎申野武営松木幹一郎松本良太郎

男

爵

武
井

守
正男爵近藤廉平甲能順男爵法学博士阪谷芳郎

正
四
位
勲
二
等

徽

馳

欝
廿

井
上

奎

O
教

頭法科教

頭

法
学
博
士

仁
井
田益

太
郎

藤
田

謙
一

男

爵

渋
沢

栄
一

政
治
経
済
科
教
頭

法
学
博
士

小
林
丑
三
郎

○
職

員

商

科

教

頭

法
学
博
士

佐
野

善
作

理

事

校

長

法

学

士

木
下
友
三
郎

○
主

任

理

事

学

監

法
律
学
士

掛
下
重
次
郎

法

科

主
任

岡
田

庄
作

理

事

学

監理事学監兼主事会計主事

騨治

燈
学

攣
脹

欝
国
蔵

法
学
博
士

鵜
訳

総
明

闘

噸
蝉

田
島

義
方

竹
村

頼
堅

倣
治
熔
学攣

振

富

畢
毅

政
治
経
済
科

主
任

西
村文

太
郎商科主任中村茂男高等研究科主任水口吉蔵大学予科主任藤森達三

一

図

書

館館長掛下
重
次
郎主任上原義寛

姓

学

擦

五
来

欣
造

(
中

略
)出典"「明治大学学則ト大正八年一月

69一

学

友

会

明
治
大
学
役
員
(
資
料
二
)

及
び
講
師
名
簿
(
資
料
三
)

を
み

会

長

木
下
友
三
郎副会長田島義方体育部長五来欣造

副

会

長
'

掛
下
重
次
郎学芸部長鵜沢総明幹事日野川農

る
と、

東
京
高
商
を
一

貫
と
し
て
支
援
し
育
て
て
き
た
東
京
高
等商業学校商議員渋沢栄一を第十二代内閣総理大臣西園寺

出

版

部主事竹村
・

頼
堅基金部募集委員長掛下重次

郎O名誉講師

膨
治
大
学法

学擦

武
内喜

袋駐治大学法学班大西襲郎

公
望
(
明
治
大
学
商
議
委
員
兼
名
誉
講
師
)

と
と
も
に
明
治
大
学商科大学評議員にむかえ、また開講時の商科講師には東京商科大学初代学長佐野善作(明治大学商議委員、商科教頭を兼務)をはじめ全講師二十三名のうち入名の東京

正
二

位
勲
一

等侯

爵

西
園寺

公
望

高
商
教
授
を
兼
任
講
師
に
む
か
え
「
学
理
実
際
兼

ね

通

ず
る
人



材
」

を

養
成
す
る
こ
と

を
目

的
と
し
た

東
京
高
商
の

教
育
理

念
が

歩
み、

さ
ら
に
そ
の

東
京
高
商
と

明
治
大
学

商
学
部
創
立
と
の
か

明

治
大
学
商
学
部
の

教
育
理

念
と
し
て

培
わ
れ
て
い
っ

た
。

こ

の

・

か

わ

り

を

看

取
し

て

む

す
び
と

し

た

い
。

(
こ

の

論

文
の

資
料

収

両
校
の
関
係
は
商
学
部
創
立
以
降
も
教
員
人
事、

学
生
間
の
交
流

集
及
び
整
理
を
明
治
大
学
歴
史
編纂

史
料
室
の
大
澤
泉
氏
に
お
願

を

通
じ

て

深
く

結
び
つ

き、

東
京
高
商
の
「

力

添
え
」

に

よ
っ

て

い

し

た
。

こ
こ

に

そ
の

労

を

感

謝
し

お

礼

申
し

あ

げ
た

い
。

な

お

商
学
部
は

発
展
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

『
明
治
大
学商

学
科
講
義
録
』

資
料
に
つ
い
て
は
専
修
大
学
年
史

以

上
、

明
治
期
に
お
け
る
商
業
教
育
と
東
京
高
等
商
業
学
校
の

資料

課
の
ご

協
力
を

得
た
。

併
せ
て

お
礼
申
し
あ
げ
た
い
)
。

(
資
料
三
)

東
京
高
等
商
業
学
校
学
科
目
及
び
教
員
名

.

i
明

治
三
七

年
～

明
治
三

八
年i

ll

[

科

目

氏

名

備

考

70

(
教

授)

一

英

語

神

田

乃

武

学習

院
教

授
マ

ス

タ
ー
、

オ
フ
、

ア

ー
ツ

(
ア
ム
ハ

ー
ス

ト

大

学)

同

高

島

捨

太

バ

チ
ェ

ラ

ー、

オ

フ
、

ア

ー

ツ

(

デ、

ボ

ー

大学

)

同

花

輪

虎
太
郎

商

業

地

理.

奈

佐

忠

行

理
学
士、

外
国
留
学
中

商業

歴

史、

商

業

文私法英語

巌
横

井

時

久、楽志田錬太郎長谷川方文

文
学博

士法学博士、

兼
東
京帝

国大

学
法
科
大
学
教授

数

学、

物

理

学

沢

田

吾

一

理
学
士

英

語

小
谷
野

敬

三

マ

ス

タ
、

オ

フ
、

ア

ー

ツ

(

ア

ム
ハ

ー

ス

ト

大

学)

仏

語

久

米

桂
一

郎

東
京美

術学

校
教
授

物

理

学、

数

学

隈

本

有

尚

外
国
留
学
中



科

目

氏

名

一

備

考

経

済

学、

商

業

学

※
佐

野

善

作

経

済

学、

商

業

学

※
関

一

兼文

部省

視
学
官

商事

経

理

学、

簿

記

※
下

野

直
太
郎

国法

学、

商事

行
政法

美
濃
部

達

吉

法
学
博
士
法
学
士、

東
京帝

国
大
学
法
科
大
学
教
授

国
際

法、

法

学

通

論

中

村

進

午

法
学
博
士
法
学
士、

学
習
院教

授

商業

学、

経

済

通

論

※
石

川

文

吾

財
政
学、

経済

学、

統計学

※
滝

本

美

夫

簿

記

鹿

野

清
次
郎

英

語

山

口

銑

太

マ

ス

タ

ー
、

オ

フ
、

ア

ー

ツ

(
ワ

シ

ン

ト

ン

大

学
)

商業

学、

簿
記、

商
業算術

※
星

野

太

郎

一
1

英

語

(

外
国

教

師)

就

職

順アレキサンダー、ジョセブ、ヘアー

英
国
人

7
[

商業

地
理、

商業

算
術、商業実践

エ

ド

ワ

ー

ド、

ジ
ョ

セフ、ブロックホイス

白

国
人、

リ

サ
ン

シ
エ

ー、

ア
ン
、

シ

ア
ン

ス
、

コ

ム

メ
ル

シ
ャ

ル

(
ア
ン

ド
ヴ
ェ

ル

ブ

高
等商業学校)

仏

語

ポ

ー

ル
、

ジ

ャ

ク
レ

ー

仏

国
人
、

バ

シ
ュ

リ

i
、

エ

ス
、

レ

ッ

ト

ル

(
ア

カ

デ

ミ

ー、

ド
、

パ

リ
)

清

国

張

廷

彦

清
国
人、

文
生
員

独

語

リ
ヒ

ヤ
ル

ド
、

ハ

イ
ぜ

独
国
人

英

語

ア

ー

り

一
、

ロ

イ

ド

英国

人、

マ

ス

タ

ー、

オ
フ
、

ア

ー
ツ

(
ケ
ン

ブ

リ
ッ

チ

大

学
)

英

語、

仏

語

エ

イ

チ、

エ

ル
、フィアーデル

瑞

国
人
、

バ

シ
ュ

リ
エ

ー、

エ

ス
、

レ

ッ

ト

ル

(
回

盲

ザ
ン

大

学
)

西

班

牙

語

チ
ェ

ザ
レ

ー、

ノ

ル

サ

伊
国
人

英

語

イ

i
、

ピ

ー
、

ル

ー

ス

英
国
入

(講

師)

就
職
順

一



商

業

学

松

本

安

蔵

商
船
学
校
教
授

仏

語

渡

辺

小
三
郎

陸
軍
教
授

商

業

学

※
村

瀬

春

雄

リ

サ
ン

シ
ェ

ー
、

ア

ン
、

シ

ャ
ン

ス
、

コ

ム

メ
ン

シ
ャ

ル

(
ア
ン

ト

ウ
エ

ル

ブ

高

等

商

業
学

校
)

商

業

道

徳

中

島

力

文
学
博
士、

東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
教授

国

際

法

寺

尾

亭

法
学
博
士
法
律
学
士、

東
京
帝
国大

学法

科
大
学
教
授

経

済

学

※
田

尻

稲
次
郎

法

学

博
士、

会

計
検

査

院

長、

バ

チ
ェ

ラ
ー
、

オ
フ
、

ア

ー
ツ

(
エ

ル

ー

大

学)

露

語

樋

口

艶
之
助

陸
軍
教
授、

ガ
ン

ヂ
ダ
ー
ト、

ボ
ゴ
ス
ロ

ヰ
ヤ

(聖

彼
得
墾
府
神
学
大
学
校)

刑

法

古

賀

廉

造

法
律
学
士

独

語

水

野

繁
太
郎

東
京
外
国
語
学
校
教
授

商

法

松

波

仁
一

郎

法
学
博
士
法
学
士、

東
京
帝
国
大
学
法
科
大学

教
授

商

業

文

田

中

義
也
司

教

授

法

中

島

半
次
郎

経

済

学、

商

業

学商業学

※
上

田

貞
二

郎勝田主計

商業

学
士法学士、

大
蔵
書
記
官

一
72

青

五
日

・,
』{

看
ロ

宇
佐
美

右

之

[

経

済

学

横

井

時

敬

農
学博

士
農
学
士、

東
京
帝
国
大学

農
科
大学

教
授

破

産

法

※
加

藤

正

治

法
学博

士
法
学
士、

東
京
大
学
法
科
大
学
教授

民

法

島

田

鉄

吉

法
学
士、

東
京
地
方
裁
判
所
判
事

近

時.

外

交

史
.

安

達

峯
一

郎

公
使官

一

等
書
記
官

応

用

化

学

小

林

久

平

工
学
士

民

法

馬

場

想

治

法
学
士

経済

学、

商

業

歴

史

※
河

津

逞

法
学
士、

東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学助

教
授

虫

五
口

縄
=

μ

ち

山

口

弘

一

学
習
院
教
授
.

商

法

岡

本

芳
二

郎

第
一

高
等
学
校
教
授、

ド
ク
ト
ル
コ

リ
ス

(
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
)

機

械

工

学

田

中

不

二

工
学
士、

東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学助

教
授

青

五四

、
,㌔

1

昌
一、

口

」

岡

本

正

文

東
京
外
国
語
学
校
教授



科

目

氏

名

備

考

民

法

土

方

寧

法
学
博
士
法
学
士、

東
京帝

国大

学
法
科
大
学

東

洋

経

済

事

情

石

田

清

直

剣

道

教

師

山

田

治
郎
吉

柔

道

教

師

居

相

作

蔵

衛

生

監

督

斉

藤

雄

助

医
学
士、

陸
軍
一

等
軍
医

剣

術

教

師

岡

求

三

(助

教
授)

独

語

雪

囲

重
太
郎

兼書

記

数

学

村

林

建

蔵

体

操

長
谷
川

福

橘

書

法

稲

川

春

一
3

商

品

石

川

元

輝

7

体

操

関

口

文

蔵

一

(
注
)

※
印
は
明
治
大
学
商
学
部
講
師
を
示
す。

出
典
"

東
京
高
等
商
業
学
校
『
東
京
高
等
商
業
学
校
一

覧
』

附商

業
教
員養

成
所
一

覧、

従
明
治
三
七
年
至
明
治
三
八

年、

一

六
～
二
一

頁
よ
り。

(
資料

四
)

b

東
京
高
等
商
業
学
校
教
員
(
明
治
大
学
商
学
部
講
師)

業
績
一

覧

I
IL商

業
学
関
係
を

中
心
に

一

氏

名

一

件

名

　

著

書

・

雑

誌

名

年

奈

佐

忠

行同横井時冬

満
韓
利
源
調
査我国の海外貿

易
に
就
い
て横井時冬全集

一

国

経

二

巻
二

号・商研五巻二号一白揚祉

明
治
四
〇
年大正一四年大正一五年～昭和二年



同

日
本商

業
史

同

大
正
一

五
年

同

β
本
商
業
史

改

造

社

昭
和

四
年

同同同

日
本
工
業史日本庭園

発
達史徳政考

同

大
阪
創
元
共卸

護
化
名

護)

史

雑

二
巻
一

四
号

同昭和一

五
年明治二四年

同

白
糸
割
符考

同

二

巻
一

五
号

同

同

王
朝
の
貿
易
(講

演)

同

三
巻
三
　
、

三
二

号

明
治
二
五
年

同

相
国寺

の
船免

状

同

三
巻
三
四
号

同

同

七
宝
焼
の

説
(
講
演
)

同

五
巻
五
号

明
治
二
七
年

佐

野

善

作

実
業教

育商

業
立
身
案
内

同

文

館

明
治
二
九
年

同

商業

簿
記教

科
書

同

明治

三
〇
年

同

銀
行
論

同

明
治
三
六
年

同同

取
引
所
投
機
論清国貨幣問題、

濾
漢金

融
機
関
調
査
報告

書

同東京高
等
商
業
学校

明
治
三
七
年明治三入牢

【
履

同

貨
幣論

同

文

館

明
治
四
〇
年

一

同

取
引
所
問
題
に
関
す
る
講
話

東
京
米穀

商
品
取
引
所
仲
買組

合

明
治
四
四
年

同

取
引
所
論

明
治
大
学
出
版部

明
治
四
五
年

同

差
金
取
引
に
就
い
て
(
講演

)

有
価
証
券
直
取
引
研
究

同

同

取
引
所
投
機
取
引
論
上
巻

明
治大

学
出
版
部

大
正

二

年

同

銀
行
論
(
高
垣
寅
次
郎
共著

)

同

文

館

大
正

五
年

同

新
撰商

学
提
要
上、

下

三

省

堂

同

同

日
本商

業
教育

五
〇
年史

東
京
商
科大

学

大
正
一

四

年

同

商
業
通
論
上
巻、

下巻

三

省

堂

同

同

実業

修
身
(
深
作
安文

共
著)

富

山

堂

昭
和

九
年

同同

貨
銀
輪価格論

商

業

世

界

三
巻
二

号

東

経

紹

號
八
七、

明
治
三
二

年回



氏

名

件

名

著

書

・

雑

誌

名

年

同同同

再
び
沽
価
論
に
就
い
て笹村三平氏に答う商業世界記者の「ト

ラ
ス
ト
」

経
済
論

同

四
〇
巻
一

〇
〇
二

号同四一巻一〇一五号

同

調

難
切
三
阪

同局同

同

地
代
論

回

護

謹
切
六
≒

同

同国同同

現
世
銀
行
論神戸高等商業

学
校
入
学資

格
に
就
い
て取引所の弊害に就きて銀行と恐慌

経

済

世

界

一

巻
一

九
号東経四七巻一一

六
一

号閨門家一六巻一八五号.高等商業学校同窓会誌臨時増刊号

明
治
三
五
年同局明治三六年

同局同同局同同国同同同同同

株
式
取
引
所
限
月
復
旧
問題取引所問題に就いて田中博士に質す信用券に就て田口博士

の
一

顧
を
促
が
し
併
て
小
沢
君
に
答
う小沢温に答う商工業者と投機業者との関係商工業者と投機業者との関係阪谷博士の清国幣制改革論に就いて清国貨幣問題濾漢金融機関輻近物価の趨勢を論じて其将来を予想す徳川氏の米価政策投機取引

経

済

世

界

=
二

号東経四七巻一一六
五
号同四人巻=一〇九号同四九巻一二.一八号同四九巻一二二二号

同

弐

騨
影
三
残

経

済

世

界

二

七
号東経五二巻一二九

二

号国家一九巻五、八号一橋会雑誌一一～]三号国経一巻六号

国

籍
預

毒

同文

館商

業
大
辞
書
ノ
内

同同同明治三

七
年同同同朋治三八年同同明治三九年同国

}

75
[

同

取
引
所

同

同



同 伺 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

銀 魚 取 法 取 商 差閑 閑 査加 普 取 徳 商 帳 田 我 取 取 信 株 我 理 取 取
行 市 引 学 引 業 金 却 却 賀 通 引 川 業 合 申 国 引 引 用 式 国 想 引 引
業 揚 所 博 所 上 取 せ せ 藩 銀 所 幕 上 米 氏 投 所 所 物 会 株 的 所 所
の 法 仲 士 政 の 引 れ ら 藩 行 の 府 の 柑 著 機 の の 価 社 式 支 に に
社 案 買 山 策 興 に れ れ 政 の 機 時 興 揚 一 取 清 賠 に を 市 払 於 於
会 に 人 崎 の 信 就 た た 時 貸 能 代 信 と 目 引 算 償 及 論 揚 の け け
的 就 の 寅 範 調 い る る 代 出 及 に 調 取 本 の 所 責 ぼ ず に 標 る る
観 い 性 次 囲 査 て 銀 銀 に 業 び 於 査 引 取 仕 任 す 於 準 転 転
察 て 質 郎 及 に 行 行 於 務 本 け に 所 引 方 に 影 け に 売 売

並 氏 び 就 貸 貸 け に 邦 る 就 政 所 の 就 響 る 関 買 買
に 著 内 い 出 出 る 就 取 最 き 策 論 変 い に 立 す 戻 戻
其 一 容 て の の 高 い 引 上 てL遷 て 就 会 る を を
懐 貨 二 二 岡 て 所 百 を い の 提 論 論
合 幣 方 方 綿 の 万 読 て 方 議 ず ず
に 銀 面 面 揚 沿 石 む 法 を
関 行 及 革 の 論
す 問 び 米 じ
る 題 金 穀 て

管 一一 沢 取 金
見 斑 米 引 属

一 揚 に 本
に 関 位
関 す 論
す る に
る 調 及
調 査 ぶ

争社 口 法 国 東 銀 口 大 三 国 日 新 国事社 国B同 国 目 国 法 銀
議会 行 阪 業会 文 行
ノ政 通 銀 ノ政同 館 同 同 通
内策 信 行 内策 商 信
学経 記 経 経 録 経 通 学 経 経 聞 経 学 経 経 業 家 経 経 政 録:
会 信 会 大
論 一 ニ ー 六 五五一録 六 一 一 七 一 論 一 九 四 辞 二 三 四 三 ニ ー 二 四

集 二 二 二 五 三 ～一 巻 三 一 ニ ー 集0巻 巻 書 二 巻 巻 巻 巻 〇 五二

第巻 巻 巻 巻 巻七巻一 三 巻 巻 ○ 巻 第巻 四 六 補 巻 九 三 五 六 巻0巻
七七 一 三 一 三号二七 号 四 六 ～ 四 四二 号 号 遺 五 号 号 号 号 七 号二
冊号 一 号 六 一'七 ～ 号 七 号 冊'ノ 号

'四

労 号 三 八 三号 六 二 市三 内 八 九
働 七 号 号 号 八 営号 号'

号 号

大 大 大 明 明 明 明

垂 同≡ 同 同嗣 同 同 同 莞同同同齢 同同同鴫 噌 聞
年 年 年 四 三 一 ○

年 年 年 年

一76一



氏

名

}

件

名

著

書

・

雑

誌

名

年

同

改
正
取
引
所
法
及
属
法
に
就
い
て

法

記

二

四
巻
七、

八

号

同

同

徳
川
幕
府
時
代
に
於
け
る
尾
州
名
古
屋
の
延
米
高
に
関
す
る
調
査

国

経

=
ハ
巻
五
号

同

同

戦
後
の
商業

教
育

同

社

三

巻
一
、

二

号

大
正
四
年

同局同

米価

調
節
の

帰
着点米価調節に就い

て田中博士とゼーム
ス
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン

農

業

世

界

一
一

巻
二

号大日本文明協会学術講演
録
第一輯東経七三巻一入三四

号

大
正
五
年同国

同

ビ

ジ

ネ
ス

サ
イ

ク
ル

と
エ

ム

プ
ロ

イ
メ
ン

ト

サ
イ

ク
ル

商

と

工

五
巻
四
号

大
正
六
年

同

生
糸
定
期
取
引
所
の
改
善

大
日
本
蚕
糸
会
報

三
五
一

号

大
正
一

〇
年

同

我
国
の
商業

道
徳
問
題
に
就
い
て

貿

易

二
二

巻

=一

号

同

同

我
国
の
商業

道
徳
に
就
い
て

文
明
協会

講
演
集

一

巻

同

同同

日
本商

業教

育
略
史汎太平洋通商会議

に
就
い
て

商

研

一

巻
三
号神戸経済会講演集五巻

大
正
一
】

年大正一二年

一
77

同

商
業教

育
と
青
淵
先生

龍

門

雑

誌

四
八
一

号

昭
和
三
年

一

同

我
国
商業

教
育
の
進
展

産
業
と
教
育

二

巻
二

号

昭
和
一

〇
年

関

一

住
宅
問
題
と
都市

計
画

弘

文

堂

大
正

=一

年

同

都市

政策

の

理
論
と
実
際
-

昭
和

コ

年

同

水
戸
烈
公
の
国
阪
ご
反
射
炉

同

同

運
賃論

国

家

一

九
巻
三
～

=

号

明
治
三
八
年

同

官営

鉄
道
の
経
営
主
義

国

経

一

巻
一

号

明
治
三
九
年

同

東洋

鉄
道
の
収
益
力

同

一

巻
三
号

同

同

独逸

製
造
品
の
輸
出
方
法

同

一

巻

=一

号

同

同

地
方鉄

道
論

同

嘉
毒

同明治四

〇
年

同

小
売
大店

舗
制
度

同

}

聾
朋

明
治
三
九
年明治四〇年



同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

労 市 再 新 経 労 失 続 英 海 企 英 工 英 改 英 企 フ 経 分 改 ゴ 帝 商 外 独働 営
び 関 営 働 業 工 国 上 業 国 業 国 正 独 業 ア済 業 正 ブ 国 港 国 逸

条 事 企 税 と 紹 問 場 に 無 家 家 の 養 鉄 取 連 イ 政 論 鉄 テ 主 の 商 市
件 業 業 定 企 介 題 法 於 線 の 内 特 老 道 引 合 ナ 策 道 ン 義 変 政 街

関
に論繕 耀 禦 離 垂盤 馨離 題 肇召奏遷概鉄

論 道
す 営 第 意 社 普 的 制 結 制 賃 改 合 ヤ礎 貸 由 本 賃
る と 六 義 会 及 設 度 合 度 率 正 同1観 率 貿 国 率
争 の 条 に 的 と 備 の 論 草 の を 念 に 易 表
闘 意 に 就 立 其 変 の 案 輸 論 就
の 義 就 て 法 の 遷 批 出 ず て
解 に て の 立 及 評 奨
決 就 新 法 び に 励

て 傾 現 答 案
向 況 う

新 国 口 国 国 国 β 国 国 明 法 β

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同:

報 経 経 経 家 経 経 家 経 学 政 経

ニ ー 一 一 七 九 九 八 八 二 七 七 七 六 六 二 二 四 四 一 一 ニ ー 三 三 二 二.
一一一 一〇〇 巻 巻 巻 巻 巻 三 巻 巻 巻 巻 巻 巻 二 巻 巻 一 一 巻 巻 巻 巻 ・巻 巻

巻 巻巻巻 三 四 一 五 一 巻 四 ニ ー 二 ニ ー 巻 五 二 八 巻 六 一 四 一 六 五
四 一五 二 号 号"号 八 号'号 号 号 二 五 号 号 号 一 号 二'ロ 万

'号

号 ～号号 二 六'三 号 号 号 号 五 七
三 号 号 九 号 号 号.

号 号

明 明 明 明

同 同譲同同同同趙 同剛 胴 噌 同同同譲同同剛 胴 剛 胴
四 三 ニ ー

年 年 年 年

一78一



氏

名

件

名

著

書

・

雑

誌

名

年

同

米価

騰
貴
と
其
の
調節

策

月

経

一
一

巻
八
号

明治

四
五
年

同同同

商
港
論最低賃

銀工場法と
労
働
者
保険

同

一

二

巻
三

号

国

経

;

奪
男
二
号

国

経

一

二

巻
二

号

大
正
元
年同同

同

労
働
紛
争
の
強
制
的
和解

仲
裁制

度

同

一

四

巻
一

号

同

同

唯
物史

観
に
就
い
て
河
上
学
士
の
教
を
乞
ふ

同

一

二

巻
四
号

同

同

都市

連
絡
電
気
鉄
道

新

報

二
二

巻
一

号

同

同

英
国炭

坑
最
低
賃銀

法

三

学

六
巻
三
号

同

同

労
働
時
間
を
論
ず

同

七
巻
一

号

大
正
二

年

同

花
園
都市

の
都
市
計
画

法

新

二
一
二

巻
一

号

同

同

国
際
貿
易
振
興策

同

二
一
二

巻
六
号

伺

一

同

土
地
投機

と
住
居
問
題

国

国

一

巻
三
号

同

79

同

独
逸
帝
国
石
油
専売

法
案

国

経

一

五

巻
四、

五
号

同

一

同

公
私
共
同
事
業

同

一

六
巻
四
号

大
正
三
年

同

株
式
会社

に
於
け
る
有
限
責
任主

義
の

経済

上
の

価値

新

報

二
四
巻
五
号

同

同

鉄
道
経
営
の
方
針

,

財

経

一

巻
四
号

同

同

市
街
地
区
割
整
理
制
度
及
地
域
的
土
地
収
用
制
度

国

経

二

三

巻
一
、

二

号

大
正
六
年

同

都市

計
画
に
就
て

(講

演
)

日

社

五
巻
一

～
三

号

伺

同

英
国
住宅

政
策
及
都市

計
画

国

経

三
一

巻
五
号

大
正
一

〇
年

同

伯林

郊
外
の
発
達
に
関
す
る

研究

同

三
二

巻
一
、

二

号

大
正
一
一

年

同

英
国
住宅

補
助
政
策

同

三
四
巻
五
号

大
正
一

二

年

同

戸
田
博
士
と
大
阪労

働
調
査
事
業

経

叢

一

八
巻
四
号

大
正
一

三

年

下

野

直
太
郎

単数

、

貸
借、

収支

、

簿
記
会
計法

森
山

書
店

昭
和
六
年

同

商
法
第
一

五
一

条
と
簿
記
計
算

国

経

二

〇
巻
四
号

大
正
五
年



同

貸借

対
照
表
の
形
式
を
論
ず

会

計

一

巻
一

号

大
正
六
年

同同局

》8

0置

け言

σq

の
意
義
及
其
訳
語
に
就
て銀行条例施行細則を論ず法人所得税の計算法に就て

同

一

巻
二

号同一巻五号
三

巻
二

号同三巻一号

同大正六

年大正七年大正七年.

同

会
計
学、

会
計
事
務
及
び
会
計
人

同

三
巻
二

号

同

同

資本

の
利
子
計
算
に
就
て

同

六
巻
五
号

大
正
八
年

同

清
算
分
配勘

定
に
就
て・

同

六
巻
六
号

同

同

株
式
発
行割

増
金
を
論
ず

商

研

一

巻
一

号

大
正
一

〇
年

同

収
支
簿
記法

を
論
ず

同

一

巻
二

号

同

同

予
算会

計
制度

を
論
ず

会

計

一

〇
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巻
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治
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治
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業
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三
六
巻
四
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大
正
一

三
年
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国
労
働
組
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商

研

四
巻
二

号

同

同

ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
の
銀
行
管
理
論

財

経

二

巻

=

号

同

同

ジ
ョ

ン
・

ス

チ
ュ

ア

ー

ト
・

ミ
ル

と

社
会
主

義

社

政

五
一

号

同

同

我
国
に
於
け
る
有価

証
券
取
引
の
発
達

イ

ン

ニ

巻
三

号

大
正
一

四

年

同

商
業
学
に
就
て

国

縫

三
八
巻
一

号

同

同

英
国
労働
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の
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就
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巻
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一
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経
済
攻
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「
貿易
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産
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興
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同

二

号

同

同
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主
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と
自
山
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由
主
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と
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問
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潟
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敬
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国 村 業 本 航 進'国 ス 際 自 自 島 本 国 世 業 外 自 生 自 写 松 働 野 自

の の の 上 農 と 通 の コ 経 由 由 道 の の 産 経 経 由 社 由 真 市 立 市 由
疎 小 合 の 楽 し 信 繁 ウ 済 主 主 正 産 人 業 営 済 主 会 主 事 会 法 の 主
救 農 併 急 の て 栄 見 会 義 義 伯 業 口 史 形 的 義 科 義 件 議 に 暴 義員 関 動 と態 国 と 学 と集

地 を 慌 前 の と 聞 議 の と の 革 及
約法非 鱗 筆記 霧羅 揚 錨 親灘 普御 仁国の す 車 裁

を す 論. 合 統 問 遷 立 制 通 国 の

読 ず 理 治 題 の 度 選 際 労
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迫 合
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年

同同同同同同洞同同同同同同同同同同同同同同

農村

の

移住

と
奨
励耕地整理に就て近年に於ける米価

の
騰
落
に
就
て米の経済園芸の発展中等社会の保護肥料界の趨制農地の価格に就て牛馬改良の方針に就て稲作と我農業地主論農家の負債勧業及農工銀行を土地抵当銀行
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な
す
の
不
可
を
論
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米穀

検
査
に
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す
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正
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目

経
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巻
七
号同二巻一〇

号同三巻五～七
号国経四巻一～三号同五巻二号東経五七巻一四二

五
号β経四巻七号同五巻一号同六巻一号同六巻七号国経七巻一号B経七巻一号同七巻六号国経九巻一号日経八巻七号同八巻一〇号同九巻四号同九巻七号同一〇巻一号同一〇巻四号同一〇巻一〇号
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治
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一
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〇
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価
調
節
と
蚕
糸
救済

策農村振興と自治の刷新

同

二

巻
二

号同二巻四号

大
正
四
年同

同

米
価
下
落
と
調
節
問
題

同

二

巻
一

〇
号

同

同同

作
物
の
選
択
に
就
て我農揚統計に就て

国

経

一

〇
巻
四
号同一入巻六号

同同

同

農
村
自
治

日

経

一
山
ハ

巻
一

二
旦乃
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農
業上

の
根
本
問
題農村問題と総選挙農業経済の改善策

財

経

三
巻
四
号同四巻三号同四巻六号

大
正
五
年大正六年同

同同

米
国
の
食
物
政
策
と
貿
易
制
限無謀なる我が米穀経済策

同

五
巻
三
号同五巻七号

大
正
七
年同

同同

我
国
の
農業

労
働
と
小
作
問
題国際労働会議と臼本

同

七
巻
三
号同七巻一〇
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大
正
九
年同

一
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米穀

法
実
施
の
影
響実業教育振興の急務新たに立案せる郷

邑
制小農に関する研究の一斑

同

八
巻
六
号同入巻八号農経一巻…号同一巻三号

大
正
　

0
年同大正一四年同

一

同同同河津

逞同

小
農
に
関
す
る
研
究
の
一

斑
(続

編)小作法の制度を非とする統計農業との関係経済学(大正一一年度東京帝国大

学
講
義
録)経済学

同

二

巻
二

号同三巻一号統集三五一、
三
五
二

号北光社目本大学

大
正
一

五
年昭和二年同大正一一年同

同同同

経
済
学経済学

(
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正
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三
年
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京
帝
国
大
学
講
義
録
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統
計

局
編同文社清水書店
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正
一

二

年大正一三年同



同 同 局 同 局 同 国 同 局 同 局 同 局 同 局 同 同 同 同 国 同 同

氏

名

保 ク 海 国 株 ハ 我 経 商 企 物 力 商 内 砂 穀 象 経 物 商 経 社護
ン 運 民 式1国 済 業 業 価1工 国 糖 価 庭 済 価 業 済 会
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件
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書
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各 消 諸 米 遠 外 保 紐 英 消 賃 移 輸 東 鉄 美 消 正 輸 移 家 殖 海 デ 我 社
国 費 大 国 国 貨 護 育 国 費 金 民 出 京 血 術 費 貸 入 長 内 民 選 パ 国 会

翻 霧難 難 憲離 離 蠣 籍垂糊 膿 素馨 障 肇
条 論 関 税 の に と 市 問 に す 済 均 雑 の と 経 の と に と 論 に メ の 学
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概 改 改 値 て 用 に の て 学 値 正 記 済 修 の 値:貨 て 揚 て ト 際 大
覧 正 正

意 に 鱗 臨 墓諜 難 雛 垂 幕 翁
見:就 る 就 て 備 答 を 論 ト に 催
を て
読
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を
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著

書
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年
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米
穀
輸
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税
率改

正
に
つ
き
て遍羅の世界経済上の位置

志

林

二

巻
三
～
五
号日経五巻一、二号外時三巻三号

同調

同同

米
国
の
新
関
税法

乏
通
商
諸
国何れが実際的なるやに就て

河
津博

士
に
答
う

同

一

三
巻
六

号東経六〇巻一五
〇
一
風乃

同同

同

北
米
合
衆
国
の
関
税改

正

法

協

二
七

巻
一

〇
～

=
一

号

同

同

条
約
改
正
と
最
恵
国約

款

国

経

八
巻
二
号

明
治
四
三
年

同

経済

行
為
の
観
念

同

八
巻
三
号

同

同

経済

行
為
の
本
質
を
論
じ
て
其
の
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視
せ
ら
る
}
の
所
以
に
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ぶ

国

家

一一

四

巻
六
号

同

同

小
工

業
の
発達

を
論
ず

同

二
四
巻
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〇
号

同

同

産
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合
経
営
に
就
て

日

経

七
巻
一
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同
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関
税
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正
と
輸
出
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七
巻
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三

号同七巻七～九号
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治
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年同

一
93

同同同

友
人
に
与
え
て
植
民
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策
の
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を
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る
書β英関税問題に就て植民地発展につきて

同

七
巻
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一
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と
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回
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協

二
八
巻
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二
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新
通
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関
税
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二

五

巻
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我
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す
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巻
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同

同

再
び
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英
関
税
問
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経
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巻
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同
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工
業
の
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展
と
商
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徳
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巻
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五
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同

同同

米
価
と
米
価
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と
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易

同
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巻
九、
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〇
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同 .同局



同 同 局 同 同 同 国 同 国 同 同 同 同 同 同 同 局 同 局 同 同 同 同 同 同 局

企 輸 独 我 鉄 商 欧 会 独 西 自 自 我 敵 薬 排 海 商 公 取 小 取 米 浮 物 グ
薬 入 逸 国 道 業 米 計 逸 遊 由 由 国 米 博 口外 港 開 引 売 引 価 動 価 う
の 超 の 工 延 道 最 士 の 所 貿 港 の 最 賛 問 発 視 市 所 制 制 の 博 騰 ス
発 過 取 業 長 徳 近 制 取 盛 場 を 社 近 否 題 展 察 揚 制 度 度 将 党 費 ゴ
展 論 引 発 と 論 の 度 引 の 論 会 の 問 の に 談 に 度 の 改 来 会 の ウ
と 所 農 地 経 に 所 将 ず 問 経 題 側 伴(つ の 改 善 と を 原 市
国 制 の 方 済 就 制 来 題 済 に 面 う 講 き 改 善 に 米 開 国 の
民 度 大 経 異 い 度 を 界 つ 観 一 演 て 善 と 関 粗 く に 市
性 を 障 済 て を 論 き 問)に 公 す 輸 ぺ 就.街

論 害 の 論 ず て 題 つ 閉 る 入 し て 鉄
ず 発 ず い 市 諸 税 道

展 て 場'先 に

覚 就
の て

意
見
を
読
む

官 新 国 日 国 国 新 法法 目 日日国法 三 同 法 志

崎
記

同 同 同 同 同 局.同 局 同 同

念 報 経 経 家 経 報 協協軽 軽経楽勝 学 経 協 林

ニ 一 一 … 一 一 二 一 二 三 三 一 一 一 一 一 一 一 二 三 六 六 一 一 一 二 一

四 六 六 五 五 四 八 六 三 ニ 一一四 四 四 三 三 二:四七 〇 巻 巻 ・一 一 〇 九 三

巻 巻 春 巻 巻 春 巻 巻 巻 巻春巻巻 巻 春 巻 巻巻巻巻 ニ 一 巻 春 巻 春 巻
ハ ニ ー 九 四 三 三 二 一 七 一 四一 三 一 一 七 八 一三 号 号 四 一 九 一 一

号 ～ 号 号 ～ 号 号 ～ 一 号 …号 ～ 号 二 一 号'二 号 ～ 号 号 二 号

四 六 四 号 号 六 号 号 九号 八 暑
号 号 音 号 号 号

大 大 大大大 明

同 同局 同 同 同 国畦 同同畦 同 剛 司同垂垂垂同調 同 国 譲 同 同
年 年 年年年 五

年
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氏

名

件

名

著

書

・

雑

誌

名

一

年

同

サ
ン

ヂ
カ
リ
ス
ム

和
田
垣
記念

…

同

同

取
引
所
制
度
は
根
本
的
改
革
を
要
ず

国

経

一

九
巻
一

号

大
正
四
年

同

本
国殖

民
地
問
の
商業

政策

を
論
ず

国

家

二

九
巻
五
号

同

同

社
会
政
策
よ
り
観
た
る
我
国
租
税
制度

同

二

九

巻
一
一
、

一

二

号

同

同

本
国殖

民
地
問
の
商
業
政策

日

経

一

七
巻
四

号

同

同

国
歩
歎
難
の
秋
な
り
(
戦
後
の
経済

を
論
ず)

財

経

二

巻
一

号

同

同

米
価
調
節
案
に
就
い
て

同

二
巻

=

号

同

同

東
西
取
引
所
の
差
異
に
つ
い
て

新

報

二
五
巻
三
号

同
.

同

穀
物
調
節
策論

を
評
す

王

学

九

巻
一

～
四
号

同

同

植
民
の
目
的
を
論
じ
て
諸
国
戦
後
の
植
民
政
策
に
及
ぶ

穂

積
祝

賀

同

同局

英
国
に
於
け
る
税
制改

正
と
社
会
政
策在外正貨処分問題に就て

国

経

三
〇
巻
三
号国家三〇巻一号

・

大
正
五
年同

一
95

同

再
び
在
外
正
貨
処
分
問
題
に
就
て

岡

三〇

巻
四
号

同

一

同

連
合
国
経
済
同
盟
論

同

三
〇
巻
五、

六

号

同

同

在
外
正
貨
処
分
策
に
就
て
神
戸
小
川
両
博
士
に
応
う

、

同

三
〇
巻
八
号

同

同

米
価
調
節
と
農
村
問
題

同

三
〇巻

九
号

同

同

、

汎
米経

済
会
議

同

三
〇
巻
一

〇
号

同

同

粗
製
濫
造
品
の
取
締
を
論ず

同

三
〇
巻
一
一

号

同

同

我
国
の
立
脚
地
よ
り
観
た
る
経
済
問題

財

経

三
巻
五
号

同

同

現
代農

村
と
農
民経

済

岡

三
巻
一

〇
号

同

同同国

商
業会

議
所
論農村の振興に

就
て英国商業政策の廻

転
期

新

報

二
六
巻
三
号

同

工

擁

嘉 .万

外

時

二
三
巻
二
七
七
号

同局大正六

年大正五年

同

戦
後
の
経
済
競
争
と
我
国
の
問
題

同

二
四
巻
二
八
六
号

同



同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 伺 同 同 同 同 同 同 同 同 同

舗 譲縮 譲纏 灘 鰍 欝 肇難 講 慧嘉臓 量霞
国 国 市 間 所 法 落 省 関 政 政 的 貿 所 保 を 禁 分 国 関 関 支 引 経 基 組
約 約 場 題 と 学 問 論 税 策 策 産 易 と 険 失 止 配 特 税 税 那 入 済 金 合

驚灘 雛 題 騰 鋪 輩磐巌驚 蠣 灘 親歯叢麗
営の 出 転 度 の と 路 と 制 に 税 に 反 問 税 の題 経 に 取 の

済 就 引 卒 改 連 期 論 二 の 拡 す 定 つ 制 就 対 題 改 実 を
的 て 去 正 合 問 関 張 る と い 度 い 意 を 正 行 論観

に 題 係 物 最 て の て 見 論 問 ず
察 就 価 恵 我 書 ず 題

て 調 国 国 を
節 条 貿 読
問 款 易 む
題 に

及
す
影
響
を
論ず

外 新 財 国 外 新 財

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

国 金
井

記

舜寺 報 経 家 時 報 経 家 念

二 二 五 三 三 三 三 三 三 二 二 二 二 二 二 四 四 三 三 三 三 三 三 三 三

八 八 巻 二 二 二 二 ニ ー 六 六 五 五 七 七 巻 巻 一 一 一 一 一 一 一 一
巻 巻 四 巻'巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 九 二 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 ・巻
三 七 号 一 一 八 七 一 四 三 三三二ニ ー 六 号 号 九 八 七 六 五 四 ニ ー
二1二 〇 号 号 号'一 〇〇九九 一'号 号 号 号 号 号 号 号

八 一 号 号 五 三 八一九三 号 七
号O号 号 号号 ～号 号

号

大 大

同 同 同 同 同 同 同 同 毛 同 嗣 同 同 同 同 同 同 同 同 同 剛 司 同 美 同

年 年
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氏
'

同 局 同 同 同 同 局 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 国 同 同 同 局

名

社 経 通 取 輸 輸 金 世 恐 取 改 恐 八 入 小 ミ 通 和 支 国 経 経 物 失
会 済 貨 引 出 出 穂 界 慌 引 造 艦 時 時 ロ ル 賀 田 那 際 済 済 価 業

贅薦 鰻 登衡空論護鰻娚 難 鑓 離 藷講 翻
の 存 価 の 振 論 と 大 善 と 働 働 働 活 働 に の 問 案 の 革 策

精 議 政 改 奥袖 事 愚
策 正 の 業 潮

諭 し 市 制 制 に 問 就 蕗 題 の 分 新
て 場 実 就 題 て 去 経 立 運

件

と 根 会 と の 掩 い 済 動
労 本'社 社 対 に て 観
働 策 と 会 外 就
委 の 政 、 商 て
員 特 策 業
制 殊 政
度 関 策

係

名

社 経 経 財 新 東 国 新 財 国 新 財 経 国
著

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
書

政 商 論 経 報 経 家 報 経 家 報 経 叢 家
■

一 一 一 八 三 八 三 三 七 三 三 二 六 六 八 三 三 三 三 三 三 三 三

巻 巻 巻 巻 一 三 五 〇 巻 四'四 九 巻 巻 巻 三 三 三 三 三 三 三 三
一 三 三 一 四 巻 巻 巻 巻 八 巻 巻 巻 一 一 五 巻 巻 巻 ・巻 巻 巻 巻 巻

雑

七 号 号 号 号 五 二 五 一 号 一 七 一 二 号 号 入 八 七 四 四 二 ニ ー

号'0号 〇 二 号O号 号 号 号'号'号 号

誌

六 七 号
一号 号

五 三 名
号 八 号 号

号

大 大 大 大

剛 姻 亜 同 同 同亜 同 同n同 同 剛 司1司同 同 剛 嗣 嫉
一 〇 年 年

年

年 年
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同 同 局 同 同 同 局伺 同 同 局 同 局 同 同 同 同 同 局 同 同 同 局 周 回 同

鋸 商 農 摂 取 投 歴 有 事 改 俸 不 郵 取 我 為 金 震 消 壷 暴 露 我 ア 通 人
行 業 業 機 引 機 史 価 業 追 給 当 船 引 国 替 融 災 費 都 制 災 国 ダ 貨 口
制 政 保 と 所 取 上 証 家 運 生 庶 事 所 径 間 問 後 紐 復 取 と の ム の の
度 策 護 投 と 引 よ 券 の 動 活 売 件 決 済 題 題 の 合 奥 縞 経 自 ・物 移

或 失 の の に 済 由 ス 価 動改 よ 政 資 し 政 り の 責 と 音 韻 と の 恢
正 り 策 に て 策 見 限 任 し 問 に 社 精 復 問 業 発 根 就 恢 港 ミ 政 と
問 見 の 就 の の た 日 と て 題 就 員 神 に 救 達 本 て 復 問 ス 策 社
題 た 目 て 株 張 る 短 工 の て の を 関 済 と 問 題 の 会

る 標 式 本 東 結 揚 消 団 論 す 経 題' 生 .政

独 如 会 精 西 問 懇 費 結 じ る 営 涯 策
逸 何 社 神 取 題 和 組 て 一 の

の 組 を 引 会 合 其 三 環
過 織 論 所 運 の の 境
去 ず 制 動 実 考
及 度 施 察
現 に

在 及
ぶ

経 エ イ 取 社 経 経 社 経 金 社 会 国 改 経

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

論 コ ン 引 政 評 論 政 論 融 政 計 家 造 論

五 四 四 三 一 一 一 一 一 四 三 三 三 三 二
一一 三 五 二 ニ ー

巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻 三 七 巻 巻 巻 巻
一 三 六 一 四 三 ・ニ ー 六 一 一 四 五 三 ニ ー一 一 三 三 巻 巻 一 ニ ー 三 二

号 号 号 号
'号 号 号 三 号 号 号 一 号 号 号 号 八 〇 六 一 〇 号 号 号 五

五 号 号 号 号 号 一 号 号
号 号

大 大 大 大

同 剛 司奎 同 同 同 同.同 同 同 亜 同 同 剛 司亜 剛 司 同 同 同 同 同 亜 同
五 四 三 二

年 年 年 年

一98一



氏

名

件

名

著

書

・

雑

誌

名

年

同

金
融
恐
慌
に
関
す
る
若
干
の
考
察

国

家

四
]

巻山
八

号

昭
和
二

年

同

商業

政
策
よ
り
見
た
る
支
那
関
税
問題

経

研

四
巻
二

号

伺

出典

"

国
立
国会

図
書
館
「
帝
国図

書館

旧
蔵
和
漢
書著

作
目録

」

大
正
一
一

年
～
昭
和
一

五
年受

入
図書

。

天
野
敬
太
郎
編
『
法
政
経
済
社
会
論

文

総

覧
』、

刀
江書

院、

昭
和
二

年。

天
野
敬
太
郎
編、

前
掲
書、

追
編、

昭
和
三
年。

佐
野前

学
長
記
念
事
業
図
書
委
員
会、
『
佐
野
善
作

博
士
記
念
論
文

集』
、

六
二

五
～
六
三
二

頁
よ
り
大
澤
泉
弐
作
成。

(
注
)

-
.

法

学関

係
及
び

外
国
人
教
師
は

除
い
た
。

横
井
時
敬
の
み
は

本
学
に

出
講
さ
れ
て
い

な
い
。

2

採録

雑
誌
及
び

書
名
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

名

称

略

語

編

者

・

発

行

所

イ
ン

ヴ
ェ

ス

ト
メ
ン

ト

」

イ

ン

イ
ン

ヴ
ェ

ス

下
メ
ン

ト

社

一

エ

コ

ノ

ミ

ス

ト

エ

コ

大
阪
毎
日
新
聞
社

99

大
阪
銀行

通
信
録

1

大
阪
銀
行
集
会
所

一

会

計

会

計

日
本
会
計
学
会、

同
文
館

外交

時
報

外

時

半
沢
玉
城、

外
交時

報社

.

改

造

改

造

改
造
社

金
井
教
授在

職
二

十
五
周
年
記
念
最
近
社会

政
策,

金

井

記

念

1

企
業
と
社会

企

社

上
田
貞
二

郎

金

融

1

日
本
銀
行
調
査
局

銀
行
通
信
録

1

東
京
銀
行集

会
所

経済

学
論集

経

論

東
京
帝
国大

学
経
済
学
会、

有斐

閣

経
済
学研

究

経

研

β
本
評
論社

経済

学
論叢

経

叢

京
都帝

国
大学

経
済
学
会、

有斐

閣

経
済
世
界

1

経
済
世
界社

、

同
文
館

一

経
済
及

嚢

'

経

商

明
大学

会



経済

評
論

経

評

経
済
評論

社

国家

学
会
雑誌

国

家

国
家
学会

(
東
京帝

国
大
学内

)、

有
斐
閣

国
民
経
済
雑
誌

国

経

神
戸
高等

商
業
学校

商業

研究

所、

宝
文
館

国家

及
国
家
学

国

国

国
家
社

高等

商業

学
校
同
窓
会
誌
臨
時
増
刊
号

1

一

神
戸
経済

会
講
演
集

1

神
戸
経
済
会

産
業
と
教育

1

実
業教

育
振
興
中
央
会

財
政経

済
時
報

財

政

財
政
経
済
時報

社

史
学雑

誌

史

雑

史
学
会
(
東
京
帝
国大

学
内
)、

富
山
房

社
会政

策
時
報

社

政

協
調
会

社
会
政
策
学
会
論
集

1

i

社
会
経
済
体
系

社

経

体

系

日
本
評
論社

社会

政
策
大系商とエ

社

政

系

一

大
束
出
版社商工社

一

㎜

商
業
経済

論
集

商

業

名
古
屋
高
等
商業

学校

商業

経
済
学会

一

商
学
研
究

商

研

東
京
商
科
大
学、

同
文
館

商
業
世界

1

同
文
館

玉
木、

票
津、

志
田
王
氏
記
念
祝
賀
保険

論
文
集

玉

木

等

記

念

巌
松
堂

大
日
本蚕

系
会報

一

大
目
本
蚕
糸会

大
日
本
文
明
協会

学
術講

演
録

f

一

取
引
所
研
究

取

引

取
引
所
研
究社

東
京
経
済
雑誌

社

東

経

一

統計

集
誌

統

集

東
京
統計

協
会

東
京
商
科
大
学
創
立
五
十
週
年
記
念
論
文
集

東

京

商

大

同
文館

日
本
経
済
新
誌

日

経

日
本経

済
新
誌
社

日
本
社
会
学
院
年
報

同

社

一



名

称

一

略

語

編

者

・

発

行

所

日
本
法
政新

誌

法

政

日
本法

政
学
会

農
業
世
界農業経済

研究一橋会雑誌

1

農

経

1

農
業
世
界
社農業経済学

会
(
東
京
帝
国大

学
内)、

岩
波書

店東京高等商業学校一橋会

文
明
協
会
講演

集

1

1

法
学
志
林

志

林

法
政
大
学、

有
斐
閣

法
曹
記
事

法

記

法
曹会

法
律
新
聞法学協会

雑
誌法学新報法律新聞保険学雑誌

法

新法協新報新聞保雑

山
内
確
三
郎、

法
律新

報
社法学協会(東京帝国大学

内
)、

有斐

閣中央大学法学新聞社、有斐閣法律新聞社保険学会、巌松堂

レー0

保
険
評論

保

評

小
山
哲
四
郎、

保
険
評
論
社

…

貿

易

i

日本

貿易

協
会

穂
積
先
生
還
暦
祝
賀論

文集三田学会雑誌

穂

積

祝

賀三学

有
斐
閣理財学

会
(
慶
応
義
塾
内
)、

丸
善
三
田
出
張
所

冨

宮
崎
教
授在

職
二
十
五
年
記
念
論
文
集

宮

崎

記

念

有斐

閣

明
治
学
報

明

学

明
治大

学
出
版
部、

有
斐
閣

明
大
商
業論

叢

明

商

明
大学

会
(
明
治
大
学
内
)、

文
雄
堂

竜
門
雑
誌

一

竜
門社

和
田
垣
教
授
在職

二
+
五
年
記
念
経
済
論
叢

和

田

垣

記

念

有斐

閣



(資

料
五
)私学

整
理
論文部当局者学制

改
革案

を
提
起
し
て
よ
り
以
来世

間教

育
機
関
に
就て詩論を関すもの多しギ併ながら文部省が手を着けたるは、官立公立学校の事のみにて、私立学校に及ばず、私立学校は区々其類多しと錐も私立大学を以て自ら称するものに至りては、其中学卒業者を入る}組織なると、帝国大学法科大学と其科目を相同くすることンに於て、自ら教育上の重要問題とするを得ず。今日私立大学といへば法立学校を意味するが如くなれども、政治経済若くは商科等を附加して宛然法科大学と相対峠するの姿あり、而して我が東京市にて慶応義塾大学あり、早稲田大学あり、中央大学日本大学法政大学明治大学曰く何日く何と一々楼指に逞あらず、其学校の地位来歴より云はゴ、互に甲乙ありと錐も其教程は略ぽ相若き、担当講師に至りては、諸学校殆ど相同じく、独り私立大学が相同じきのみならず、一の大学教授が三四の私立大学の講師となって、同]のノートを持ち廻りて講義し居るは、決して珍らしからず、時人耳熟し眼慣れて敢て怪異せざれども、足れ実は不合理無算当の沙汰にて、帝国大学の法科大学のみにて不可ならば、一都市に一の私立大学を設けて十分ならずや、慶応早稲田二大学が

大
学
は
皆
同
様
の
来
歴
を
有す

る
を
以
て、

相合

同
し
て
一

大学

を
形くるを然当とす。且今日の実際は如何と云ふに、私立大学の一二を除く外は、年々其学生減少し.其講義録の発行高も減少し行くのみにて前途推して知るべきものあり、蓋し二十年前判事検事高等文官及び弁護士志願者が、多く私立大学に集り来れる頃は、多くの大学の存在を必要と為し、且何も繁昌したらん、今日となりては、青年の出身甚だ容易ならざる上に、他の教育機関歳月と共に発達し来りて、世間父兄及び子弟共に私立大学を喜ばざるの風を成したることが、此頽勢を招致したるものならざるべからずして、所在私立大学経営者にして此大勢を知らず、姑息是れ求めたらば、漸衰漸微遂に為すべからざるの窮に陥るのなきを得ず、吾々は由来私学の発達を喜ぶものにして、出来得べくんば法科大学の如きは官立の帝国大学より分離して、之を独立自治の一私立大学たらしむるを望むものなり、只今目の実況にては、多くの私立大学が無意味に存在するという姿なる上に、各々其維持に苦み居るがごときは、吾々の甚だ取らざる所なり、其基礎輩固にして資力亦余りあるものは可なり、然らざるものは早に及で相合同して一の有力なる私立大学を組織するにあらざれば、遂に共潰れ共倒れとなりて終るべきは、智

5

匹10
一

地
理
上
歴
史
上
合同

し

得
ず
と
な
ら
ば、

二

大
学
を
存
し
て
他
は
各
々其便宜に依りて此二者の一を択びて、合併するを可とせずや其れも不可なりとせば、二大学を存するの外に、他め三四の

者を

待
ち
て

後
に
知
る
を
要
せ
ず。実を云はゴ今の学者や学校経営

者
ほ
ど
融
通
の
利
か
ぬ
も
の
は
なく、独り学校のみと云はず学術雑誌も其通りにて法科大学連



は
法
学協

会
雑
誌
と
国
家
学
会
雑
誌
を
発
刊
す
れ
ど
も
此
二
会
は
殆
ど同一物なるのみならず、二雑誌は常に同一人が交互に寄稿して其紙面を埋むるに過ぎず、法学新報明法志林寺亦以上二雑誌と同一人が交互に寄稿せるものを編纂するに外ならずして常識もて判断せば斯く多くの雑誌を発刊するよりは、一の完

『経

済
学
論集

』

第
九
巻
第
二
、

三

号、

昭和

五
十
二

年
十
二

月。
)

戸田正志「日本商業教育百年の回顧」(2)(同前書、第九巻第四号、昭和五十三年三月)。(11)同前書、第九巻第二、三号、一六二頁。(12)第一、二、三次の各業種の説明は経済企画庁昭和五十二

全
な
る

雑
誌
を
作
り
て、

独
逸
の
ア
ル
ヒ

ブ
仏
英
諸
国
の

学
報
の

如
きものたらしむるを優れりとす、只々雑誌などはいつれにても

年
調
に
よ
っ

た
。(13)戸田正志

「
日

本商

業
教育

百
年
の

回
顧
」
(
1
)、

一

六
四

頁、

可
な
れ
ど

も、

私
学
分
立
し
て

共
に

苦
み
共
に
衰
ふ
る
が
如
き
は、

今

(
前
掲書

、

第
九
巻
第
二
、

三

号、

昭
和
五
十
二

年
十
二

月)
。

の

世
に
は
余
り

智
恵
の
な
き

沙汰

な

り、

私
学
経
営
者
宜
く
速
に

相謀

.

(
14
)

同

前

書、

一

六

六

頁
。

・

り
て
一

大整

理

を

為
し

て

可
な

り
。

■

(
15
)

池
田
敬
入
『

得能

良介

君
伝』、

印
刷
局、

大

正

十

年、

二

〇
六

『
中央

新
聞
』

明
治
四
十
三
年
五
月
二

十
一

日

頁
。(16)

同

前書

、

二

〇
七

頁
。

ト0

注

(
17
)

同

前

書、

二

〇
八
～
一

二
一
一

頁
。

↓

(
1
)

国
立

教
育
研究

所
編
『
日
本
近

代教

育
百
年史

』

第
九
巻
産業

教育、昭和四十八年、三一一～三三六頁を参照してほしい。

(
18
)

横井

時冬

『
日

本商

業
史』
、

改
造
社、

昭
和
四
年、

三
二

三

頁。(19)『慶応義塾百年史』上巻、昭和三十三年、五九〇、五九

(
2
)

佐
野
善作

「
我
国商

業教

育
の
進
展
」
(
『
産
業
と
教
育
』

第
二
巻

5

第
二

号
昭
和
+
年)
。(3)同前書、一四

七

頁。(4)文部省実業学務局
『
実
業
教育

五

十
年史

』

正
.

続
篇、

日
本

一

頁。(20)国

立
公
文書

館
蔵
『
商
学校

ヲ
建
ル
ノ
主
意付

商法

学校

科
目並要領』明治七年、三丁。三好信浩『日本商業教育成立史の

研

究』

一
口本

商
業
の
近
代
化
と
教
育

1、

風
間書

房、

昭
和
六
十

図
書
セ
ン

タ
ー、

昭
和
五
十
六

年
(
再
版
)。(5)国立教育研究所編、前掲書。

年、
一
三
二

九
頁。(21)福沢諭吉

『
学
問
の

す
す
め
』

岩波

文
庫、

昭
和
二

十
三

年、

一

(
6
)

同

前書

、

六

～

八

頁
。(7)～(9)同』肘轟青、六頁

。

○
八

頁。(22)一橋

五
十
年
史
編纂

委
員会

『
一

橋
五
十
年史

』、

大
正

十
四

年、

(
10
)

戸
田
正
志
「
日
本
商業

教
育
百
年
の
回
顧
」
(
1
)

(
神

戸

学

院

七

頁
。



(
23
)

.
三

好

信

浩、

前

掲書

、

三

八
二

頁
。

(
35
)

～
(
36
)

渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門社

『
渋
沢
栄
一

伝
記資

料
』

第

(
勿
)

東
京

都
『
商
法
講
習
所』、

昭
和
三
十
五

年、

七
四
頁
。

一一

十
六

巻、

渋
沢
栄
一

伝
記
資
料
刊行

会、

昭
和
三

十
四

年、

六
三

〇

(
25
)

『
文
部
省
第
八

年報

』

明
治

十
三

年、

二

冊、

昭
和
四
十
一

年

頁
。

(
復
刻) .

宣
文
堂
書
店、

三

十
七

頁。

(
37
)

「
明
治大

学
商
学
部
学生

募集

公
告」
(
『
中央

新
聞
』

明治

三
十

(
26
)

東
京

都、

前
掲書

、

七
七
～
七
八

頁。

七

年
九

月
二

+
二

日
)
。

(
27
)

三

好
信
浩、

前掲

書、

三

九
〇
頁。

兵

庫
県
教
育
史
編
集
委
員会

(
38
)

授
業内

容
及
び
講
師
構
成
に
つ
い
て
は、
『
明
治
大
学
史
紀
要
』

ω

編
『
兵
庫
県
教
育
史
』

兵
庫
県
教育

委
員
会、

昭
和
三
十
八
年、

一

〇

大
澤
泉
「
近
代
に
お
け
る
高
等
商業

教
育
の
展
開」

で
詳
し
く
分
析
さ

三

頁
。

れ
て
い

る
の
で

参
照
し
て
ほ
し
い
。

(
認
)

『
文
部
省
第
十
三

年報

』

明
治
十
八

年、

五
四

頁。

三

好
信
浩、

前
掲書

、

三

九
七

頁。

(
29
)

明
治

十四

年
の
矢
野
教
則
改
正
問
題
と
東
京
府
会
・

商
法
会
議
所の動向については、杉山和雑「商業教育の発展と矢野次郎」(『成瞑大学経済学部論集』第三巻第一号、一九七二年十月)で詳しく分析されているので参照してほしい。

↑10
一

(
30
)

・
こ
の

言
葉
は
明
治
十
九

年結

成
さ
れ
た
渋

沢
門
下
の

修
養
団体

・

竜
門
社
で
の

演
説
の
一

節
で
あ
る
。

竜
門
社
線
刊
『
青
淵
先
生
六
十
年

史
』

第
二

巻、

明治

三
十
三

年、

八
四
〇
頁。

(
31
)

佐
野
善
作
『
日
本
商業

教
育
五
十

年史

』、

東

京

商

科
大学

、

大

正

十
四

年、

六
三

頁。

(
32
)

文
部省

・

農
商
務省

と
の

学
校
管
理
権
の

係争

事
件

に
つ

い

て

は」

三
好
信治

『
日
本
商
業
教
育
成
立
史
の

研究

』

四
一

〇
頁
以
下
に

詳
し
い

研
究が

あ
る
の
で

参
照
し
て
ほ
し
い
。

(
33
)

慶応

義
塾
『慶

応
義
塾
七

十
五

年
史』、

昭
和
七

年、

一

七
五

頁。

(
34
)

文
部省

実
業
学務

局、

前
掲
書、

二
二

四
頁
。


